
目
　
次

緒
言

第
一
章
　
度
田
政
策
の
実
施
と
そ
の
後
の
経
緯

―
―
関
連
史
料
の
提
示
と
再
整
理
―
―

第
一
節
　
検
討
さ
れ
る
べ
き
政
策
と
そ
の
経
緯
―
―
関
連
史
料
の
提
示
―
―

第
二
節
　
政
策
の
実
施
―
―
発
端
―
―

第
三
節
　
実
施
後
の
波
紋
―
―
展
開
と
結
末
―
―
（
以
上
本
号
）

第
二
章
　
後
漢
建
国
期
の
国
家
と
社
会

―
―
度
田
政
策
の
実
施
と
そ
の
経
緯
を
通
し
て
見
た
―
―

第
一
節
　
検
討
さ
れ
る
べ
き
問
題
―
―
耕
作
地
把
握
・
戸
口
調
査
の
　
　
　
　

あ
り
方
及
び
統
治
機
構
に
よ
る
在
地
社
会
規
制
の
実
相
―
―

第
二
節
　
地
方
官
の
施
政
と
豪
族
―
―
建
武
年
間
の
事
例
を
中
心
に
―
―

結
言

緒
言

劉
秀
（
光
武
帝
）
を
そ
の
始
祖
と
す
る
後
漢
王
朝
は
、
河
北
地
方
の
有
力
者
層

の
支
持
を
受
け
な
が
ら
、
当
該
地
方
に
存
在
し
て
い
た
前
漢
期
以
来
の
郡
県
制
的

統
治
機
構
の
掌
握
を
基
礎
に
成
立
し
、
建
国
以
降
十
年
以
上
の
歳
月
を
軍
事
行
動

に
費
や
し
、
そ
の
結
果
、
益
州
に
拠
っ
て
い
た
公
孫
述
政
権
を
滅
ぼ
し
て
一
応
の

統
一
を
成
し
遂
げ
、
さ
ら
な
る
国
家
の
体
制
固
め
を
進
め
て
い
っ
た
。
本
稿
は
、

そ
の
体
制
固
め
の
さ
な
か
に
発
生
し
た
、
耕
作
地
の
丈
量
（
面
積
調
査
）
と
民
衆

の
管
理
を
徹
底
さ
せ
る
一
連
の
政
策
―
―
従
来
の
研
究
で
は
特
に
耕
作
地
の
丈
量

に
着
目
し
て
こ
の
政
策
を
「
度
田
」
と
呼
称
し
て
き
た
―
―
を
巡
っ
て
生
じ
た
一

連
の
政
治
的
混
乱
と
そ
の
経
緯
に
焦
点
を
あ
て
、
そ
の
歴
史
的
実
態
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
あ
わ
せ
て
光
武
帝
の
治
世
の
大
部
分
を
占
め
る
建
武

年
間
（
後
二
五
〜
五
五
）
の
地
方
官
の
統
治
の
あ
り
方
を
俯
瞰
す
る
こ
と
を
通
し

て
、
後
漢
建
国
期
の
国
家
体
制
に
つ
い
て
、
卑
見
の
一
端
を
述
べ
よ
う
と
す
る
も

一

建
武
度
田
政
策
始
末
攷
（
上
）
―
後
漢
の
建
国
期
に
お
け
る
国
家
と
社
会
―
―
―
小
嶋
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の
で
あ
る
。

特
に
本
稿
で
、
建
武
一
五
（
三
九
）
年
か
ら
一
六
（
四
〇
）
年
に
か
け
て
実
施

さ
れ
た
度
田
政
策
を
分
析
の
俎
上
に
載
せ
る
に
至
っ
た
の
は
、
以
下
の
よ
う
な
理

由
に
よ
る
。
す
な
わ
ち
、
後
漢
政
権
の
性
格
を
め
ぐ
っ
て
は
、
従
来
、
豪
族
勢
力

と
の
親
和
性
の
評
価
を
巡
っ
て
様
々
な
見
解
が
提
出
さ
れ
て
き
て
お
り（

１
）

、
近
年
の

我
が
国
の
中
国
古
代
史
研
究
に
お
け
る
後
漢
時
代
史
研
究
の
盛
行（

２
）

を
見
て
も
、
そ

の
点
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
共
通
し
た
理
解
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
私
は
、
か

つ
て
、
郡
県
制
的
統
治
構
造
を
補
完
す
る
形
で
、
州
の
機
構
と
そ
の
長
官
で
あ
る

刺
史
が
、
元
来
の
監
察
官
と
し
て
の
あ
り
方
か
ら
大
き
く
性
格
を
変
え
て
、
後
漢

時
代
の
国
家
の
在
地
社
会
把
握
に
際
し
て
有
効
に
機
能
し
て
い
た
こ
と
を
述
べ
た（

３
）

。

そ
こ
で
は
あ
わ
せ
て
、
河
北
地
方
で
劉
秀
が
自
己
の
勢
力
を
安
定
・
拡
大
さ
せ
て

い
く
過
程
に
お
い
て
、
主
と
し
て
郡
太
守
に
掌
握
さ
れ
て
地
方
の
官
府
と
し
て
存

在
し
て
い
た
統
治
機
構
を
、
そ
の
郡
太
守
を
服
属
さ
せ
る
こ
と
を
通
じ
て
自
ら
が

手
中
に
収
斂
さ
せ
て
い
っ
た
こ
と
、
及
び
、
そ
の
行
為
が
、
劉
秀
の
集
団
が
単
な

る
武
力
集
団
を
脱
皮
し
て
公
的
な
権
力
と
し
て
成
長
し
て
い
く
う
え
で
不
可
欠
で

あ
っ
た
こ
と
も
、
簡
略
な
形
で
あ
っ
た
が
述
べ
て
お
い
た（

４
）

。
後
漢
政
権
に
関
す
る

こ
れ
ま
で
の
私
の
考
察
に
大
過
な
し
と
す
れ
ば
、
豪
族
層
の
持
つ
経
済
的
社
会
的

な
実
力
及
び
影
響
力
と
、
そ
れ
ら
が
行
使
さ
れ
た
結
果
の
招
来
す
る
様
々
な
事
態

は
、
後
漢
政
権
の
政
治
的
指
向
と
は
必
ず
し
も
一
致
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
に

な
る
。
従
っ
て
、
旧
来
唱
え
ら
れ
て
い
た
「
豪
族
連
合
政
権
」
的
な
後
漢
時
代
の

中
国
古
代
国
家
に
対
す
る
歴
史
的
理
解
を
見
直
す
必
要
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
と

思
わ
れ
る
。
第
一
章
で
詳
述
す
る
よ
う
に
、
本
稿
で
検
討
す
る
度
田
政
策
は
結
果

的
に
大
き
な
政
治
的
反
抗
を
呼
び
起
こ
し
て
お
り
、
そ
の
政
治
的
反
抗
と
は
主
と

し
て
豪
族
層
に
よ
っ
て
担
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
度
田
政

策
は
、
後
漢
時
代
の
国
家
権
力
と
、
社
会
の
有
力
層
で
あ
る
豪
族
層
と
の
関
係
性

を
考
察
し
て
い
く
う
え
で
の
有
益
な
歴
史
的
素
材
た
り
う
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
一
方
で
こ
の
度
田
政
策
と
そ
れ
に
結
果
し
た
歴
史
的
諸
事
象
に
関
す
る

史
料
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
断
片
的
で
あ
り
、
そ
の
全
体
像
を
把
握
す
る
の
も

実
は
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
。
そ
こ
で
ま
ず
、
第
一
章
に
お
い
て
関
連
す
る
史

料
を
提
示
し
、
当
該
政
策
に
言
及
の
あ
る
先
行
研
究
を
紹
介
す
る
形
で
度
田
政
策

と
そ
れ
に
付
随
し
て
発
生
し
た
政
治
的
事
件
の
具
体
的
内
容
を
整
理
し
、
そ
の
作

業
を
踏
ま
え
て
本
稿
で
検
討
す
べ
き
問
題
点
を
提
示
す
る
。
続
く
第
二
章
に
お
い

て
は
、
第
一
章
で
提
示
し
た
問
題
点
に
つ
い
て
、
漢
代
社
会
経
済
史
研
究
の
従
来

の
理
解
に
照
ら
し
て
如
何
な
る
歴
史
的
意
義
を
持
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
を
検

討
す
る
。
あ
わ
せ
て
、
後
漢
建
国
当
初
の
国
家
の
豪
族
層
に
対
す
る
政
治
的
姿
勢
、

及
び
、
郷
村
内
部
に
国
家
の
統
治
が
ど
の
程
度
浸
透
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
も

可
能
な
限
り
言
及
す
る
。
さ
ら
に
そ
こ
ま
で
の
検
討
結
果
を
前
提
と
し
て
、
建
武

年
間
の
事
例
と
見
做
し
う
る
地
方
官
の
任
地
に
お
け
る
統
治
の
実
態
を
示
す
史
料

を
も
と
に
、
度
田
政
策
実
施
前
後
の
国
家
の
豪
族
層
に
対
す
る
政
治
的
姿
勢
を
も

考
慮
に
い
れ
て
、
後
漢
建
国
期
に
お
け
る
国
家
と
社
会
の
関
係
性
に
つ
い
て
論

二
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を
進
め
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

第
一
章
　
度
田
政
策
の
実
施
と
そ
の
後
の
経
緯

―
関
連
史
料
の
提
示
と
再
整
理
―

第
一
節
　
検
討
さ
れ
る
べ
き
政
策
と
そ
の
経
緯
―
関
連
史
料
の
提
示
―

本
稿
で
「
度
田
政
策
」
と
し
て
取
り
扱
う
、
耕
作
地
の
丈
量
の
実
施
を
命
じ
た

詔
に
起
因
す
る
歴
史
的
諸
事
象
は
、
建
武
一
五
年
か
ら
翌
一
六
年
に
発
生
し
た
も

の
で
あ
る
。
ま
ず
は
、
度
田
政
策
と
そ
れ
に
関
す
る
政
治
的
事
件
を
伝
え
る
最
も

基
本
と
な
る
史
料
を
、
行
論
の
便
宜
を
考
慮
し
て
番
号
を
附
し
て
以
下
に
掲
げ
る
。

ま
た
、
本
稿
が
依
拠
す
る
史
料
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
『
後
漢
書
』
に
記
載
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
か
ら
、
以
下
、
引
用
に
際
し
て
は
『
後
漢
書
』
の
書
名
は
省
略
し
、

帝
紀
・
列
伝
の
別
の
み
を
掲
げ
る
こ
と
と
す
る
。

【
史
料
１
】

紀
一
、
光
武
帝
紀
、
建
武
一
五
（
三
九
）
年
條

詔
下
州
郡
檢
覈
墾
田
頃
畝
及
　
口
年
紀
、
又
考
實
二
千
石
長
吏
阿
枉
不
平
　
。

詔
、
州
郡
に
下
し
て
墾
田
の
頃
畝
及
び
　
口
・
年
紀
を
檢
覈
し
、
又
、
二
千

石
・
長
吏
の
枉
に
阿お

も
ね

り
て
平
ら
か
な
ら
ざ
る
　
を
考
實
せ
し
む
。

【
史
料
２
】

紀
一
、
光
武
帝
紀
、
建
武
一
六
（
四
〇
）
年
條

秋
九
月
、
河
南
尹
張
　
及
　
郡
守
十
餘
人
、
坐
度
田
不
實
、
皆
下
獄
死
。

秋
九
月
、
河
南
尹
の
張
　
、
及
び
　
郡
守
十
餘
人
、
度
田
の
實
な
ら
ざ
る
に

坐
し
、
皆
、
獄
に
下
り
て
死
す
。

【
史
料
３
】

紀
一
、
光
武
帝
紀
建
武
一
六
年
條
李
賢
註
引
東
觀
記

刺
史
太
守
多
爲
詐
巧
、
不
務
實
核
、
苟
以
度
田
爲
名
、
娶
人
田
中
、
竝
度
廬

屋
、
里
落
娶
人
　
　
啼
呼
。

刺
史
・
太
守
、
詐
巧
を
爲
す
も
の
多
く
、
實
核
に
務
め
ず
、
苟か

り

に
も
度
田
を

以
っ
て
名
と
爲
す
に
、
人
を
田
中
に
娶
め
、
竝
び
に
廬
屋
を
も
度
れ
ば
、
里

落
の
娶
ま
り
し
人
、

を
　
ぎ
り
て
啼
呼
せ
り
。

【
史
料
４
】

紀
一
、
光
武
帝
紀
、
建
武
一
六
年
條

郡
國
大
姓
及
兵
長
・
羣
盜
處
處
竝
　
、
攻
劫
在
　
、
害
殺
長
吏
。
郡
縣
　
討
、

到
則
解
散
、
去
復
屯
結
。

・
徐
・
幽
・
冀
四
州
尤
甚
。
冬
十
月
、

使
　

三

建
武
度
田
政
策
始
末
攷
（
上
）
―
後
漢
の
建
国
期
に
お
け
る
国
家
と
社
会
―
―
―
小
嶋



下
郡
國
、
聽
羣
盜
自
相
糾
　
、
五
人
共
斬
一
人
　
、
除
其
罪
。
吏
雖
　
留
回

故
縱
　
、
皆
勿
問
、
聽
以
禽
討
爲
效
。
其
牧
守
令
長
坐
界
内
盜
賊
而
不
收

捕
　
、
又
以
畏
　
損
城
委
守
　
、
皆
不
以
爲
負
、
但
取
獲
賊
多
少
爲
殿
最
、

唯
蔽
　
　
乃
罪
之
。
於
是
更
相
　
捕
、
賊
竝
解
散
。
徙
其
魁
帥
於
它
郡
、
賦

田
　
稟
、
使
安
生
業
。
自
是
牛
馬
放
牧
、
邑
門
不
閉
。

郡
國
の
大
姓
及
び
兵
長
・
羣
盜
、
處
處
竝
び
に
　
こ
り
、
在
　
を
攻
劫
し
、

長
吏
を
害
殺
せ
り
。
郡
縣
、

討
す
る
も
、
到
れ
ば
則
ち
解
散
し
、
去
れ
ば

復ま

た
屯
結
せ
り
。

・
徐
・
幽
・
冀
の
四
州
、
尤
も
甚
だ
し
。
冬
、
十
月
、

使
　
を
し
て
郡
國
に
下
ら
し
め
、
羣
盜
の
自
か
ら
相
ひ
糾
　
す
る
を
聽ゆ

る

し
、

五
人
共
に
一
人
を
斬
り
し
　
、
其
の
罪
を
除
す
。
吏
、

留
回
避
し
て
故
縱

す
る
　
と
雖
ど
も
、
皆
問
ふ
こ
と
勿
く
、
禽
討
を
以
て
效
と
爲
す
こ
と
を
聽

す
。
其
れ
牧
守
令
長
の
界
内
の
盜
賊
あ
る
も
收
捕
せ
ざ
る
に
坐
す
る
　
、
又
、

畏い

だ

を
以
て
城
を
損す

て
守
り
を
委す

て
る
　
、
皆
以
て
負
と
爲
さ
ず
、
但
だ
賊

を
獲
ふ
る
の
多
少
を
取
り
て
殿
最
を
爲
し
、
唯
だ
蔽
　
す
る
　
の
み
乃
ち
之

を
罪
す
。
こ
こ
に
お
い
て
更こ

も
ご

も
相
ひ
　
捕
し
、
賊
竝
び
に
解
散
す
。
其
の
魁

帥
を
它
郡
に
徙う

つ

し
、
田
を
賦く

ば

り
稟
を

さ
ず

け
、
生
業
を
安
ら
か
な
ら
し
む
。
こ

れ
よ
り
牛
馬
放
牧
し
、
邑
の
門
閉
ざ
さ
ず
。

【
史
料
５
】

列
傳
一
二
、
劉
　
傳

（
建
武
）
十
一
年
、
守
南
郡
太
守
、
歳
餘
、
上
將
軍
印
　
。（
中
略
）
是
時
、

天
下
墾
田
多
不
以
實
、
又
　
口
年
紀
互
有
　
減
。
十
五
年
、
詔
下
州
郡
檢
覈

其
事
、
而
刺
史
太
守
多
不
平
均
、
或
優
饒
豪
右
、
侵
刻
羸
弱
、
百
姓
嗟
怨
、

號
呼
。

（
建
武
）
十
一
（
三
五
）
年
、
南
郡
太
守
を
守
し
、
歳
餘
に
し
て
、
將
軍
の
印

を
上

た
て
ま
つ
るる
。（
中
略
）
是
の
時
、
天
下
の
墾
田
多
く
實
を
以
て
せ
ず
、
又
、

口
・
年
紀
も
互
ひ
に
　
減
あ
り
。
十
五
年
、
詔
、
州
郡
に
下
し
て
其
の
事

を
檢
覈
せ
し
む
る
に
、
刺
史
・
太
守
は
多
く
平
均
せ
ず
、
或
ひ
は
豪
右
を
優

饒
し
て
、
羸
弱
を
侵
刻
す
れ
ば
、
百
姓
嗟
怨
し
て
、

を
　
ぎ
り
て
號
呼
せ

り
。

【
史
料
６
】

列
傳
一
二
、
劉
　
傳
（【
史
料
５
】
に
続
く
部
分
）

時
　
郡
各
　
使
奏
事
、
帝
見
陳
留
吏
牘
上
有
書
、

之
、
云
「
潁
川
・
弘
農

可
問
、
河
南
・
南
陽
不
可
問
。」
帝
詰
吏
由
趣
、
吏
不
敢
　
、
抵
言
於
長
壽
街

上
得
之
、
帝
怒
。
時
顯
宗
爲
東
　
公
、
年
十
二
、
在
幄
後
言
曰
「
吏
　
郡
勅
、

當
欲
以
墾
田
相
方
耳
。」
帝
曰
、「

如
此
、
何
故
言
河
南
・
南
陽
不
可
問
。」

對
曰
「
河
南
帝
城
、
多
　
臣
、
南
陽
帝
　
、
多
　
親
、
田
宅
踰
制
、
不
可
爲

準
。」
帝
令
虎
賁
將
詰
問
吏
、
吏
乃
實
首
　
、
如
顯
宗
對
。
於
是
　
　
　
考
實
、

具
知
姦
　
。
明
年
、

坐
　
下
獄
、
其
疇
輩
十
餘
人
皆
死
。
帝
以
　
功
臣
、
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得
　
爲
庶
人
。

時
に
　
郡
、
各お

の

お
の
、
使
を
　
は
し
て
事
を
奏
す
、
帝
、
陳
留
の
吏
の
牘
の

上
に
書
あ
る
を
見
、
之
を
　
る
に
、
云
へ
ら
く
「
潁
川
・
弘
農
は
問
ふ
べ
く
、

河
南
・
南
陽
は
、
問
ふ
べ
か
ら
ず
。」
と
。
帝
、
吏
に
由
趣
す
る
と
こ
ろ
を
詰

す
る
も
、
吏
は
敢
へ
て
　
さ
ず
、
抵い

つ
は

り
て
言
へ
ら
く
、
長
壽
街
の
上
に
て
之

を
得
、
と
。
帝
、
怒
る
。
時
に
顯
宗
、
東
　
公
と
爲
り
、
年
十
二
、
幄
の
後

に
あ
り
て
言
ひ
て
曰
は
く
、「
吏
は
郡
勅
を
　
け
、
當
に
墾
田
を
以
っ
て
相
ひ

方な
ら

べ
む
と
欲
す
る
の
み
。」
と
。
帝
曰
は
く
、「

も

し
か
く
の
ご
と
く
ん
ば
、

何
の
故
に
か
河
南
・
南
陽
は
問
ふ
べ
か
ら
ず
と
言
へ
る
や
。」
と
。
對
へ
て
曰

は
く
「
河
南
は
帝
城
な
れ
ば
、

臣
多
く
、
南
陽
は
帝
　
な
れ
ば
、

親
多

く
、
田
宅
、
制
を
踰
ゆ
れ
ば
、
準
と
爲
す
べ
か
ら
ず
。」
と
。
帝
、
虎
賁
を
し

て
將
に
吏
を
詰
問
せ
む
と
す
れ
ば
、
吏
、
乃
ち
實ま

こ
と

に
首
　
せ
る
こ
と
、
顯
宗

の
對
へ
の
ご
と
し
。
こ
こ
に
お
い
て
　
　
を
し
て
考
實
せ
し
め
、
具
さ
に
姦

を
知
る
。
明
年
、

、
坐
し
て
　
せ
ら
れ
て
獄
に
下
り
、
其
の
疇
輩
十
餘

人
も
皆
死
す
。
帝
、

の
功
臣
な
る
を
以
っ
て
、

じ
て
庶
人
と
爲
る
を
得
。

以
上
の
六
条
の
史
料
は
光
武
帝
紀
と
劉
隆
伝
に
記
さ
れ
て
い
る
も
の
を
、
叙
述

の
順
序
に
従
っ
て
並
置
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
相
互
の
記
述
の
整
理
を
通
じ

て
、
度
田
政
策
の
狙
い
と
そ
の
影
響
に
つ
い
て
概
括
し
て
み
た
い（

５
）

。

第
二
節
　
政
策
の
実
施
―
発
端
―

ま
ず
事
の
発
端
と
な
る
【
史
料
１
】
の
内
容
の
理
解
の
仕
方
に
つ
い
て
考
え
る

こ
と
と
す
る
。
こ
の
記
述
は
、（
一
）「
州
郡
」
に
対
し
て
「
墾
田
」
の
「
頃
畝
」

と
「

口
」
及
び
「
年
紀
」
を
検
覈
す
る
こ
と
、
及
び
、（
二
）「
二
千
石
・
長
吏
」

の
「
枉
な
る
に
阿
ね
っ
て
、
平
か
な
ら
ざ
る
　
」
を
考
実
す
る
こ
と
を
併
せ
て
求

め
た
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
が
、
と
り
あ
え
ず
可
能
で
あ
る
。
実
際
、『
後
漢
書
』

の
中
華
書
局
の
標
点
本（

６
）

に
お
い
て
も
、「
又
」
字
で
繋
が
れ
る
（
一
）
と
（
二
）

の
記
述
が
、
同
一
の
行
と
し
て
標
点
・
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
標
点
本
の

編
者
に
は
、（
一
）（
二
）
の
行
為
は
同
一
の
「
詔
」
で
指
示
が
出
さ
れ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
て
い
よ
う
。
実
際
、
東
晋
次
氏
も
こ
れ
を
度
田
政
策
の
記
述
と
し
て
標

点
本
同
様
の
理
解
を
示
し
て
お
り
、「
郡
国
守
相
に
対
し
て
、
所
轄
地
域
の
居
住
者

そ
れ
ぞ
れ
の
所
有
耕
地
面
積
と
戸
口
数
・
年
齢
の
正
確
な
調
査
を
命
じ
る
と
共
に
、

州
刺
史
に
は
、
地
方
官
が
当
該
地
域
の
有
力
者
＝
豪
族
の
意
を
受
け
て
正
確
な
調

査
を
回
避
し
て
、
弱
者
に
不
平
等
を
も
た
ら
さ
な
い
よ
う
監
督
し
、
し
か
ら
ざ
る

時
は
挙
劾
す
べ
き
こ
と
を
指
示
」

（
７
）

し
た
も
の
と
述
べ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
東
氏
の
理
解
に
対
し
て
は
、
以
下
に
述
べ
る
二
つ
の
疑
問
が
あ

る
。そ

の
一
つ
は
、【
史
料
１
】
の
詔
勅
の
対
象
は
「
州
郡
」
と
さ
れ
て
お
り
、
恐
ら

く
「
州
」
と
「
郡
」
と
に
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
、
土
地
・
人
口
及
び
民
衆
の
年
齢
の

五

建
武
度
田
政
策
始
末
攷
（
上
）
―
後
漢
の
建
国
期
に
お
け
る
国
家
と
社
会
―
―
―
小
嶋



正
確
な
調
査
を
行
う
よ
う
に
指
示
が
出
さ
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
い

う
こ
と
で
あ
る（

８
）

。
周
知
の
如
く
、
後
漢
の
建
国
当
初
の
州
の
長
官
は
前
漢
最
末
期

の
改
制
を
受
け
て
「
刺
史
」
で
は
な
く
「
州
牧
」
で
あ
り
、
再
び
「
刺
史
」
に
改

称
さ
れ
る
の
は
建
武
一
八
（
四
二
）
年
の
こ
と
と
な
る（

９
）

。
後
漢
建
国
当
初
の
「
州

牧
」
の
具
体
的
な
職
掌
に
つ
い
て
は
『
続
漢
書
』
百
官
志
に
も
直
接
の
記
載
が
な

く
、
当
時
の
制
度
的
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
が
多
い
。
し
か
し
、
例
え

ば
、
列
伝
二
一
、
郭
　
伝
に
お
い
て
、

乃
調
　
爲
　
州
牧
。（
中
略
）
前
在
　
州
、
素
結
恩
　
、
及
後
入
界
、

到
縣

邑
、
老
幼
相
攜
、

路
。

問
民
疾
苦
、
聘
求
耆
　
雄
俊
、
設
几
杖

之
禮
、
朝
夕
與
參
政
事
。
始
至
行
部
、
到
西
河
美
禝
、
有
童
兒
數
百
、
各
騎

竹
馬
、

次
　
拜
。

問
「
兒
曹
何
自
　
來
。」
對
曰
「
聞
使
君
到
、
喜
、
故

來
奉
　
。」

辭
謝
之
。
及
事
訖
、

兒
復
　
到
郭
外
、
問
「
使
君
何
日
當
　
。」

謂
別
駕
從
事
、
計
日
告
之
。
行
部
　
　
、
先
期
一
日
、

爲
　
信
於
　
兒
、

止
于
野
亭
、
須
期
乃
入
。

乃
ち
　
を
調
し
て
　
州
牧
と
爲
す
。（
中
略
）
前
に
　
州
に
在
り
、
素
よ
り
恩

を
結
び
、
及
ち
後
に
界
に
入
り
、
到
る
　
の
縣
邑
、
老
幼
相
攜
ひ
て
、

路
に
　
　
す
。

ぐ
る
　
、
民
の
疾
苦
を
問
ひ
、
耆
　
雄
俊
を
聘
求
し
、
几

杖
の
禮
を
設
け
、
朝
夕
政
事
に
與
參
せ
し
む
。
始
め
至
り
て
、
部
を
行め

ぐ

る
に
、

西
河
の
美
禝
に
到
り
、
童
兒
數
百
あ
り
、
お
の
お
の
竹
馬
に
騎
し
、

次

拜
す
。

、
問
ふ
に
「
兒
曹
、
何
ぞ
遠
き
よ
り
來
れ
る
か
。」
と
。
對
へ
て
曰

は
く
「
使
君
の
到
れ
る
を
聞
き
、
喜
び
、
故
に
來
り
て
奉
　
す
。」
と
。

、

之
に
辭
謝
す
。
事
の
訖
は
る
に
及
び
、

兒
復
た
郭
外
に
　
到
し
、
問
ふ
に

「
使
君
何
く
の
日
か
當
に
　
ら
む
。」
と
。

、
別
駕
從
事
に
謂
ひ
て
、
日
を

計
り
て
之
に
告
げ
し
む
。
部
を
行
り
て
　
に
　
る
に
、
期
に
先
む
ず
る
こ
と

一
日
、

、

兒
に
　
信
を
爲
す
と
し
、

に
野
亭
に
止
ま
り
て
、
期
を
須

ち
て
乃
ち
入
る
。

と
記
さ
れ
る
郭
　
の
事
例
は
、
単
な
る
監
察
官
の
域
を
超
え
て
民
に
慕
わ
れ
て
い

た
州
牧
の
姿
を
伝
え
て
い
る
。
ま
た
、
両
漢
交
替
期
に
は
、
荊
州
南
部
か
ら
交
阯

地
域
に
か
け
て
の
諸
郡
は
、
戦
乱
に
明
け
く
れ
る
中
央
か
ら
は
事
実
上
独
立
し
て

い
た
。
そ
の
諸
郡
が
、
後
漢
政
権
の
伸
長
に
呼
応
し
て
そ
の
勢
力
下
に
帰
順
し
た

の
は
建
武
五
（
二
九
）
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
経
緯
は
、
ま
ず
紀
一
、
光
武

帝
紀
、
建
武
五
年
条
に
、

交
阯
牧
　
讓
率
七
郡
太
守
、

使
奉
貢
。

交
阯
牧
　
讓
、
七
郡
の
太
守
を
率
ゐ
て
、
使
を
　
は
し
て
奉
貢
せ
し
む
。

と
伝
え
ら
れ
、
よ
り
詳
し
く
は
、
列
伝
七
、
岑
彭
伝
に
、

初
、
彭
與
交
阯
牧
　
讓
厚
善
、
與
讓
書
陳
國
家
威
　
、
又
　
偏
將
軍
屈
充
移

檄
江
南
、
班
行
詔
命
。
於
是
讓
與
江
夏
太
守
侯
登
・
武
陵
太
守
王
堂
・
長
沙

相
韓
　
・
桂
陽
太
守
張
　
・
零
陵
太
守
田
翕
・
蒼
梧
太
守
杜
穆
・
交
阯
太
守

錫
光
等
、
相
率
　
使
貢
獻
、
悉
封
爲
列
侯
。
或
　
子
將
兵
助
彭
征
伐
。
於
是

江
南
之
珍
始
流
　
焉
。
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初
め
、
彭
、
交
阯
牧
　
讓
と
厚
く
善
く
す
れ
ば
、
讓
に
書
を
與
へ
て
國
家
の

威
　
を
陳
べ
、
又
、
偏
將
軍
屈
充
を
し
て
檄
を
江
南
に
移お

く

り
、
詔
命
を
班
行

せ
む
と
す
。
こ
こ
に
お
い
て
、
讓
、
江
夏
太
守
侯
登
・
武
陵
太
守
王
堂
・
長

沙
相
韓
　
・
桂
陽
太
守
張
　
・
零
陵
太
守
田
翕
・
蒼
梧
太
守
杜
穆
・
交
阯
太

守
錫
光
等
と
、
相
率
ゐ
て
使
を
し
て
貢
獻
せ
し
む
れ
ば
、
悉
と
く
封
じ
て
列

侯
と
爲
す
。
或
ひ
は
子
を
　
し
て
兵
を
將
ゐ
て
彭
を
助
け
て
征
伐
せ
し
む
。

こ
こ
に
お
い
て
江
南
の
珍
、
始
め
て
流
　
す
。

と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
光
武
帝
紀
の
「
七
郡
の
太
守
を
率
ゐ
」
て
と
い
う
書
き
方
、

帰
順
の
具
体
的
経
緯
を
伝
え
る
岑
彭
伝
に
お
い
て
岑
彭
と
　
讓
の
個
人
的
関
係
が

帰
順
の
契
機
と
な
っ
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
る
こ
と
を
併
せ
考
え
れ
ば
、
こ
の
帰
順

は
交
阯
牧
で
あ
っ
た
　
讓
が
彼
の
管
轄
区
域
で
あ
る
交
阯
地
域
の
諸
郡
及
び
隣
接

す
る
荊
州
南
部
の
諸
郡
の
守
相
（
太
守
・
国
相
）
を
指
導
す
る
形
で
実
行
さ
れ
た

こ
と
が
理
解
で
き
る
。
以
上
の
点
か
ら
も
、
刺
史
へ
の
改
称
が
ま
だ
行
わ
れ
て
い

な
い
、
度
田
政
策
の
実
施
さ
れ
た
建
武
一
五
年
の
段
階
で
は
、
東
氏
が
想
定
す
る

よ
う
な
、「
州
刺
史
」
の
郡
国
守
相
の
監
察
と
い
う
事
態
は
成
り
立
ち
得
な
い
の
で

あ
る
。
恐
ら
く
【
史
料
１
】
の
（
一
）
の
記
述
は
、
郡
の
上
位
に
位
置
す
る
行
政

官
で
あ
る
州
牧
と
、
そ
の
下
部
に
位
置
す
る
郡
国
の
守
相
に
対
し
て
、
両
者
間
の

具
体
的
な
相
違
は
史
料
上
の
明
確
な
記
載
を
欠
く
た
め
分
か
ら
な
い
も
の
の
、
そ

れ
ぞ
れ
別
個
に
発
せ
ら
れ
た
職
務
上
の
指
示
で
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
な
の
で
あ

る
。

東
氏
の
理
解
に
対
す
る
疑
念
の
二
つ
め
は
、【
史
料
１
】
の
（
一
）
と
（
二
）

の
指
示
が
同
時
に
出
さ
れ
た
と
考
え
る
と
【
史
料
５
】
の
劉
隆
伝
の
記
載
が
理
解

し
難
く
な
る
こ
と
で
あ
る
。
劉
隆
伝
は
、
光
武
帝
紀
を
除
け
ば
度
田
政
策
の
実
施

と
そ
れ
が
引
き
起
こ
し
た
波
紋
を
明
確
に
伝
え
る
ほ
ぼ
唯
一
の
史
料
で
あ
る
。
そ

の
【
史
料
５
】
に
よ
れ
ば
、
建
武
一
〇
年
代
に
は
「
天
下
の
墾
田
多
く
實
を
以
て

せ
ず
、
又
、

口
・
年
紀
も
互
ひ
に
　
減
」
あ
る
事
態
が
進
行
し
て
い
た
と
さ
れ

る
。
墾
田
、
す
な
わ
ち
耕
作
地
の
把
握
の
仕
方
が
実
情
に
あ
っ
て
い
な
い
と
い
う

こ
と
は
、
田
租
の
徴
収
が
正
確
に
行
わ
れ
る
か
ど
う
か
に
関
わ
る
重
大
問
題
で
あ

り
、
ま
た
、
戸
数
及
び
人
口
や
人
々
の
年
齢
の
把
握
が
正
確
に
行
わ
れ
て
な
か
っ

た
（「
互
ひ
に
　
減
あ
り
」）
と
す
れ
ば
、
算
賦
の
徴
収
が
こ
れ
ま
た
正
確
に
実
施

さ
れ
な
い
と
い
う
事
態
を
招
来
す
る
こ
と
に
な
る
。
要
す
る
に
【
史
料
５
】
の
前

半
部
は
、
度
田
政
策
が
必
要
と
さ
れ
る
に
至
っ
た
当
時
の
実
情
を
伝
え
て
く
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
理
由
は
定
か
で
は
な
い
が
、
こ
の
建
武
一
五
年
の
段
階
に
お
い

て
、
統
治
機
構
に
よ
る
耕
作
地
や
人
民
の
把
握
が
正
確
に
行
わ
れ
な
く
な
っ
て
お

り
、
中
央
政
府
も
そ
の
事
情
を
認
識
し
て
、
よ
り
厳
格
な
職
務
の
執
行
を
命
じ
た

も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

注
目
す
べ
き
は
【
史
料
５
】
の
後
半
部
の
記
載
で
あ
る
。
正
確
な
調
査
（「
檢

覈
」）
を
す
る
よ
う
に
と
の
詔
に
も
関
わ
ら
ず
、
刺
史
と
太
守
は
「
多
く
平
均
せ
ず
、

或
ひ
は
豪
右
を
優
饒
し
て
、
羸
弱
を
侵
刻
」
し
た
。
恐
ら
く
有
力
者
に
阿
る
形
で

調
査
を
進
め
、
そ
の
皺
寄
せ
が
「
羸
弱
」
な
る
も
の
に
及
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
よ
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り
具
体
的
な
調
査
の
実
態
は
【
史
料
３
】
に
記
述
さ
れ
て
お
り
、
地
方
官
の
不
正

な
調
査
の
結
果
、
多
大
な
不
利
益
が
一
般
の
人
民
に
齎
さ
れ
た
こ
と
は
動
か
し
難

い
事
実
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
不
正
の
詳
細
な
内
容
と
そ
れ
の
持
つ
歴
史
的
意
義

に
つ
い
て
は
第
二
章
で
検
討
す
る
も
の
の
、
こ
こ
で
確
か
め
ね
ば
な
ら
な
い
の
は

そ
の
不
正
を
州
牧
（
史
料
上
の
記
述
は
「
刺
史
」）
と
太
守
の
双
方
が
行
っ
た
と

認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

東
氏
の
理
解
に
従
っ
て
、
州
牧
に
は
監
察
官
と
し
て
の
職
務
が
指
示
さ
れ
て
い

た
も
の
の
、
そ
の
職
責
を
放
擲
し
て
い
た
と
見
做
し
、
そ
れ
が
【
史
料
３
】【
史

料
５
】
に
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
事
も
あ
る
い
は
可
能
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、【
史
料
３
】【
史
料
５
】
の
記
述
に
お
い
て
あ
く
ま
で
も
刺
史
（
州
牧
）

と
太
守
と
が
並
置
し
て
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
【
史
料
１
】
が
全
体
で
一
つ

の
文
と
仮
定
す
る
と
、
詔
で
の
指
示
の
前
半
の
対
象
が
「
州
」
と
「
郡
」
で
あ
る

の
に
、「
又
」
字
以
降
の
後
半
の
み
が
「
州
」
に
な
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
、

や
や
不
自
然
な
記
述
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
否
め
な
い
。
お
そ
ら
く
【
史
料
１
】

は
、（
一
）
の
行
為
と
（
二
）
の
行
為
と
の
間
に
一
定
の
時
間
の
経
過
を
想
定
し

て
、
前
後
に
分
割
し
て
理
解
す
べ
き
も
の
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

実
は
そ
の
よ
う
に
理
解
し
て
初
め
て
【
史
料
６
】
の
内
容
を
、【
史
料
１
】
の

内
容
と
整
合
す
る
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。【
史
料
６
】
は
、

光
武
帝
の
後
継
者
で
あ
る
後
の
明
帝
（
顕
宗
、
こ
の
段
階
で
は
東
海
公
）
の
聡
明

さ
を
示
す
逸
話
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
は
以
下
の
と
お
り
で
あ

る
。度

田
政
策
実
施
の
詔
が
発
布
さ
れ
、
そ
れ
が
実
行
に
移
さ
れ
た
後
（
実
際
は
不

正
な
調
査
が
多
か
っ
た
訳
だ
が
）、
諸
郡
は
そ
の
結
果
報
告
の
た
め
に
使
い
を
洛

陽
に
送
っ
た
。
光
武
帝
は
、
陳
留
郡
か
ら
派
遣
さ
れ
て
き
た
吏
に
謁
見
し
た
際
、

そ
の
吏
の
持
つ
牘
の
上
に
「
潁
川
・
弘
農
は
問
ふ
べ
き
も
、
河
南
・
南
陽
は
問
ふ

べ
か
ら
ず
」
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
詰
問

し
た
。
し
か
し
、
陳
留
の
吏
は
、
洛
陽
の
長
寿
街
で
手
に
入
れ
た
も
の
な
ど
と
の

虚
言
を
弄
す
る
だ
け
で
あ
っ
た
の
で
、
光
武
帝
は
怒
っ
た
。
そ
の
時
、
幄
の
後
ろ

に
控
え
て
い
た
東
海
公
（
の
ち
の
明
帝
）
が
、
陳
留
か
ら
来
た
吏
は
、
あ
く
ま
で

も
郡
の
命
を
受
け
て
調
査
の
結
果
を
他
郡
と
横
並
び
に
す
る
た
め
に
そ
う
し
た
ふ

る
ま
い
を
し
た
だ
け
で
あ
る
と
述
べ
る
。
光
武
帝
が
、
東
海
公
に
、
陳
留
の
吏
の

持
っ
て
い
た
牘
に
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
意
味
を
尋
ね
る
と
、
彼
は
、
河
南
は
帝

城
す
な
わ
ち
洛
陽
を
含
む
地
域
で
あ
る
か
ら
近
臣
が
多
く
、
南
陽
は
光
武
帝
の
出

身
地
で
近
親
者
が
多
い
か
ら
、
と
回
答
す
る
。
近
臣
・
近
親
に
関
し
て
は
、
東
海

公
が
「
田
宅
、
制
を
踰
ゆ
」
と
語
っ
て
い
る
よ
う
な
、
耕
作
地
や
宅
地
の
所
有
に

つ
い
て
の
何
ら
か
の
優
遇
措
置
が
採
ら
れ
て
い
た
か
、
黙
認
が
な
さ
れ
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
耕
作
地
調
査
の
虚
偽
の
報
告
を
す
る
場
合
に
は
、
河
南
や

南
陽
の
調
査
結
果
は
、
陳
留
郡
に
近
接
す
る
郡
だ
か
ら
と
い
っ
て
参
考
に
す
る
訳

に
は
い
か
な
い
。
東
海
公
の
言
を
借
り
れ
ば
「
準
と
爲
す
べ
か
ら
」
ざ
る
地
域
で

あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
潁
川
郡
や
弘
農
郡
の
事
例
を
参
考
に
し
て
、
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東
海
公
の
言
を
借
り
れ
ば
「
相
ひ
方な

ら

べ
」
た
う
え
で
陳
留
郡
の
調
査
結
果
を
報

告
す
る
よ
う
に
、
と
い
う
の
が
牘
に
書
か
れ
て
い
た
こ
と
の
真
意
で
あ
っ
た
の

で
あ
る
。
そ
こ
で
、
光
武
帝
が
改
め
て
虎
賁
将
す
な
わ
ち
虎
賁
中
郎
将
に
命
じ

て
、
陳
留
の
吏
を
詰
問
し
た
と
こ
ろ
、
東
海
公
の
洞
察
の
通
り
で
あ
っ
た
こ
と
が

判
明
し
た
た
め
、
改
め
て
、「

者
を
し
て
考
實
せ
し
」
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。

以
上
の
【
史
料
６
】
の
内
容
か
ら
、
こ
の
度
田
政
策
の
実
行
過
程
を
見
て
い
く

う
え
で
、（
一
）
州
・
郡
に
対
し
て
度
田
の
実
施
を
命
じ
る
詔
の
発
布
が
あ
っ
た

も
の
の
、（
二
）
各
州
郡
に
お
い
て
は
不
正
な
調
査
が
行
わ
れ
た
た
め
そ
れ
に
基

づ
く
実
情
と
は
異
な
る
調
査
結
果
が
中
央
政
府
に
報
告
さ
れ
、（
三
）
虚
偽
の
報

告
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
と
　
者
を
派
遣
し
て
再
調
査
が
実
施
さ
れ

る
、
と
い
う
少
な
く
と
も
三
つ
の
段
階
を
想
定
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と
が
分

か
る
。
恐
ら
く
【
史
料
１
】
後
半
部
の
「
考
實
」
と
は
　
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た

【
史
料
６
】
に
見
ら
れ
る
「
考
實
」
と
全
く
同
一
の
も
の
を
指
し
示
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

な
お
、
こ
こ
ま
で
縷
述
し
た
検
討
は
『
資
治
通
鑑
』
の
叙
述
を
見
れ
ば
、
す
で

に
北
宋
・
司
馬
光
の
段
階
で
す
で
に
明
ら
か
だ
っ
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
す
な

わ
ち
、『
資
治
通
鑑
』
巻
四
三
、
漢
紀
三
五
、
光
武
帝
建
武
一
五
年
条
に
お
い
て
、

帝
以
天
下
墾
田
多
不
以
實
自
占

●

●

、
又
　
口
・
年
紀
互
有
　
減
、
乃●

詔
下
州
郡

檢
覈
。
於
是

●

●

刺
史
・
太
守
多
爲
詐
巧
（
不
務
實
核
）、
苟
以
度
田
爲
名
、
娶

民
﹇
人
﹈
田
中
、

﹇
竝
﹈
度
廬
屋
、
里
落
民
﹇
娶
人
﹈

啼
呼
、
或
優

饒
豪
右
、
侵
刻
羸
弱
。

時
　
郡
各
　
使
奏
事
、
帝
見
陳
留
吏
牘
上
有
書
、

之
、
云
「
潁
川
・
弘
農

可
問
、
河
南
・
南
陽
不
可
問
」。
帝
詰
吏
由
趣
、
吏
不
肯
﹇
敢
﹈

、
抵
言

於
長
壽
街
上
得
之
、
帝
怒
。
時
（
顯
宗
爲
）
東
　
公
陽●

年
十
二
、
在
幄
後
言

曰
「
吏
　
郡
勅
、
當
欲
以
墾
田
相
方
耳
。」
帝
曰
、「

如
此
、
何
故
言
河

南
・
南
陽
不
可
問
。」
對
曰
「
河
南
帝
城
、
多
　
臣
、
南
陽
帝
　
、
多
　
親
、

田
宅
踰
制
、
不
可
爲
準
。」
帝
令
虎
賁
將
詰
問
吏
、
吏
乃
實
首
　
、
如
東
海

公
﹇
顯
宗
﹈
對
。
上
由
是
　
奇
愛
陽

●

●

●

●

●

●

●

。

考
實
二
千
石
長
吏
阿
枉
不
　
　
（
具
知
姦
　
）。

と
い
う
形
で
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
司
馬
光
が
『
後
漢
書
』
の
記
述
に
全
面
的
に
依

拠
し
つ
つ
も
、
光
武
帝
紀
と
劉
隆
伝
の
記
載
の
間
の
関
係
を
、
恐
ら
く
一
定
の
考

証
を
行
っ
た
う
え
で
、
明
瞭
に
整
理
し
て
く
れ
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
そ

の
意
味
で
は
、
本
節
の
後
半
部
分
の
検
討
は
、『
資
治
通
鑑
』
の
記
載
の
明
確
さ

を
確
か
め
、
そ
れ
に
依
拠
す
る
曹
氏
の
検
討
を
追
認
す
る
た
め
の
作
業
で
し
か
な

か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
度
田
政
策
を
巡
る
我
が

国
の
研
究
で
は
、
そ
の
政
策
の
実
施
に
際
し
て
詔
の
発
布
と
そ
の
後
の
　
者
の
派

遣
と
い
う
二
段
構
え
の
措
置
が
採
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
言
及
の
あ
る
も
の
は
管
見

の
限
り
で
は
無
い
。
司
馬
光
の
説
・
曹
金
華
氏
の
研
究
の
紹
介
以
上
に
出
る
も
の

で
は
な
い
が
、
こ
こ
で
敢
え
て
史
料
の
再
整
理
を
行
っ
た
こ
と
も
全
く
無
意
味
な
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作
業
と
も
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
こ
こ
ま
で
の
検
討
を
踏
ま
え
て
、
従
来
の
研
究
に
見
ら
れ
な
か
っ
た
視

角
と
し
て
、（
一
）
地
方
官
府
に
お
け
る
日
常
的
な
耕
作
地
・
戸
口
調
査
と
こ
の

度
田
政
策
の
関
係
を
ど
う
理
解
す
べ
き
か
、（
二
）
州
牧
・
太
守
の
調
査
が
ど
の

よ
う
な
意
味
で
不
正
な
行
為
と
さ
れ
た
の
か
を
漢
代
の
社
会
経
済
史
全
般
の
文
脈

の
中
で
捉
え
直
す
こ
と
、
の
二
点
を
提
起
し
て
お
き
た
い
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は

第
二
章
で
具
体
的
に
考
察
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
整
理
で
き
た
度
田
政
策
が
遂
行
さ
れ
た
結
果
、
そ
の
後
、

ど
の
よ
う
な
展
開
を
見
せ
た
で
あ
ろ
う
か
。
節
を
改
め
て
検
討
し
て
み
た
い
。

第
三
節
　
実
施
後
の
波
紋
―
展
開
と
結
末
―

前
節
で
見
た
よ
う
に
、
度
田
政
策
は
、
中
央
か
ら
の
　
者
の
派
遣
に
よ
っ
て
新

た
な
局
面
を
迎
え
る
。【
史
料
２
】
な
ら
び
に
【
史
料
６
】
の
記
載
か
ら
理
解
で

き
る
よ
う
に
、
翌
建
武
一
六
年
の
九
月
に
至
っ
て
、
河
南
尹
で
あ
っ
た
張
　
や
南

郡
太
守
で
あ
っ
た
劉
隆
を
初
め
と
す
る
十
人
を
越
え
る
太
守
が
、「
度
田
の
實
な

ら
ざ
る
に
坐
」
し
て
獄
に
下
さ
れ
て
い
る
。
謁
者
の
「
考
實
」
に
よ
っ
て
不
正
の

摘
発
が
な
さ
れ
た
結
果
と
思
わ
れ
る
。
曹
氏
の
整
理
に
従
う
な
ら
ば
、
そ
の
他
、

王
元
・
鮑
永
・
李
章
・
牟
長
ら
も
摘
発
さ
れ
、
刑
罰
を
受
け
る
な
ど
し
て
い
る
。

王
元
は
光
武
帝
の
子
・
劉
　
の
封
地
で
あ
っ
た
東
平
国
の
国
相
で
あ
り
、
鮑
永
も

ま
た
後
の
明
帝
の
封
地
で
あ
っ
た
東
海
国
の
国
相
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、

曹
金
華
氏
の
言
う
よ
う
に
、
謁
者
派
遣
後
の
「
考
實
」
は
皇
帝
の
近
親
者
と
の
関

係
に
依
拠
す
る
特
別
の
配
慮
も
な
さ
れ
な
い
厳
格
な
も
の
で
あ
っ
た
と
見
做
し
て

よ
い
。
さ
ら
に
、
曹
氏
は
趙
憙
・
伏
恭
・
樊
曄
な
ど
の
職
務
上
の
地
位
の
変
更
を

も
、
こ
の
一
連
の
事
件
と
関
係
の
あ
る
も
の
と
見
做
し
て
お
り
、
度
田
政
策
の
厳

格
な
施
行
と
不
正
行
為
を
行
っ
た
地
方
官
の
処
罰
と
は
広
く
全
国
に
及
ん
だ
も
の

で
あ
っ
た
と
説
い
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
国
家
の
厳
格
な
姿
勢
は
、
重
大
な
在
地
社
会
の
側
の
反
抗

を
引
き
起
こ
し
て
、
大
規
模
な
反
乱
を
誘
発
し
た
。
そ
の
反
乱
の
経
緯
が
【
史
料

４
】
の
記
載
で
あ
る
。
郡
国
の
大
姓
・
兵
長
・
群
盜
に
よ
る
反
乱
は
、
郡
県
の
そ

の
場
凌
ぎ
の
対
応
で
は
收
拾
で
き
ず
、
十
月
に
至
っ
て
の
中
央
か
ら
の
使
者
の
派

遣
と
そ
の
適
切
な
対
応
と
に
よ
っ
て
一
応
の
解
決
を
見
る
こ
と
に
至
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
前
年
以
来
の
度
田
政
策
の
遂
行
と
こ
の
反
乱
と
が
直
接
関
係
す
る
こ

と
を
示
す
史
料
上
の
明
文
は
な
い
。
し
か
し
、
夙
に
、
趙
翼
が
『
廿
二
史
箚
記
』

「
後
漢
書
間
有
疎
漏
處
」
に
お
い
て
、
こ
の
【
史
料
４
】
に
関
し
、

按
是
時
天
下
初
定
、
民
方
去
亂
離
而
就
安
平
、
豈
肯
又
生
變
亂
。
此
必
有
激

成
其
　
　
、
而
本
紀
全
不
　
其
根
由
。
但
上
文
有
河
南
尹
張
　
及
　
郡
守
十

餘
人
、
坐
度
田
不
實
、
皆
下
獄
死
。
則
是
時
民
變
、
蓋
因
度
田
起
釁
也
。
案

劉
隆
傳
（
中
略
）
據
此
則
十
六
年
之
民
變
、
必
因
十
五
年
之
檢
覈
　
口
田
畝
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不
均
而
　
釁
也
。
其
解
散
、
亦
必
非
令
盜
賊
自
相
捕
斬
　
能
淨
盡
、
蓋
因
守

令
皆
以
檢
覈
不
寔
坐
死
、

爲
更
正
、
然
後
解
散
耳
。
而
范
書
略
不
見

起
滅
之
由
。

按
ず
る
に
是
の
時
、
天
下
初
め
て
定
ま
り
、
民
は
方ま

さ

に
亂
離
を
去
り
て
安
平

に
就
か
む
と
せ
ば
、
豈
に
、
又
、
變
亂
を
生
じ
む
こ
と
を
肯
ぜ
む
や
。
此
れ

必
ず
や
激
し
く
其
の
　
を
成
す
　
あ
れ
ど
も
、
本
紀
の
全
く
其
の
根
由
を

さ
ざ
る
な
ら
む
。
但
し
、
上
文
に
「
河
南
尹
張
　
及
　
郡
守
十
餘
人
、
坐
度

田
不
實
、
皆
下
獄
死
」
と
あ
り
。
則
ち
是
の
時
の
民
變
、
蓋
し
度
田
に
因
り

て
釁
を
　
こ
す
な
り
。
劉
　
傳
を
案
ず
る
に
（
こ
の
中
略
部
分
で
は
【
史
料

５
】【
史
料
６
】
が
引
用
さ
れ
て
い
る
）
此
に
據
れ
ば
則
ち
十
六
年
の
民
變
、

必
ず
や
十
五
年
の
　
口
・
田
畝
を
檢
覈
し
て
均
し
か
ら
ざ
る
に
因
り
て
釁
を

こ
す
な
り
。
其
の
解
散
も
ま
た
、
必
ず
や
盜
賊
を
し
て
自
か
ら
相
ひ
捕
へ

斬
り
て
　
に
能
く
淨
盡
す
る
に
あ
ら
ず
、
蓋
し
守
令
も
皆
、
檢
覈
の
寔ま

こ
と

な
ら

ざ
る
を
以
て
坐
し
て
死
す
る
に
因
れ
ば
、

を
し
て
更
正
を
爲
さ
し
め
、

然
る
後
に
解
散
す
る
の
み
。
し
か
る
に
范
書
は
略
し
て
　
滅
の
由
を
見
せ
ず
。

と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
従
っ
て
、
関
係
が
あ
る
と
見
做
す
べ
き
と
思
わ
れ
る
。

た
だ
、
趙
翼
の
理
解
の
仕
方
に
も
問
題
は
あ
る
。
ま
ず
、
光
武
帝
紀
に
記
さ
れ

た
反
乱
を
「
民
変
」
と
い
う
表
現
で
一
般
民
衆
の
反
乱
と
理
解
し
て
い
る
点
で
あ

る
。
趙
翼
は
、
度
田
の
不
正
調
査
の
皺
寄
せ
が
一
般
民
衆
に
及
ん
だ
こ
と
を
示
す

【
史
料
３
】
な
ど
の
記
載
に
引
き
ず
ら
れ
て
、
そ
う
し
た
民
衆
の
反
乱
と
し
て
こ

の
建
武
一
六
年
の
事
件
を
理
解
し
た
よ
う
で
あ
る
が
、
一
般
民
衆
の
不
満
は
先
に

述
べ
た
謁
者
の
派
遣
に
伴
う
再
調
査
と
不
正
を
行
っ
た
地
方
官
の
摘
発
と
に
よ
っ

て
あ
る
程
度
解
消
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。【
史
料
４
】
に
明
瞭
に
「
大
姓
」
が

引
き
起
こ
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
以
上
は
、
豪
族
な
ど
の
在
地
社
会
の
有
力
者
層

が
牽
引
車
と
な
っ
て
反
乱
を
起
こ
し
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
は
、
す

で
に
守
屋
美
都
雄
氏
が
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
も
し
、
度
田
政
策
の
徹
底
化

が
「
大
姓
」
ら
の
大
規
模
な
反
抗
を
引
き
起
こ
し
た
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ

は
度
田
政
策
の
内
容
が
結
果
的
に
彼
ら
に
と
っ
て
何
ら
か
の
不
利
益
を
招
来
し
た

か
ら
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
前
節
で
課
題
と
し
て
提
起
し
た
、

度
田
に
関
わ
る
一
連
の
調
査
の
内
容
の
理
解
の
仕
方
と
も
関
わ
る
こ
と
で
あ
る
の

で
、
第
二
章
で
改
め
て
検
討
す
る
。

さ
て
、
次
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
と
し
て
、
こ
の
大
姓
ら
の
反
乱
と

そ
の
平
定
に
至
る
一
連
の
政
治
的
過
程
と
そ
の
結
果
を
後
漢
の
豪
族
対
策
政
策
の

一
環
と
し
て
位
置
づ
け
る
時
に
、
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
評
価
が
可
能
と
な
る
か
と

い
う
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
度
田
政
策
に
示
さ
れ
た
厳
正
な
耕
作
地
と
人
民
の

掌
握
が
後
漢
時
代
を
通
じ
て
可
能
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
、
後
漢
時
代
全
体
の
理

解
に
も
通
じ
る
問
題
で
あ
る
。
夙
に
、
後
漢
初
期
の
豪
族
対
策
問
題
を
考
察
し
た

守
屋
美
都
雄
氏
は
、
建
国
期
以
来
の
光
武
帝
の
豪
族
層
に
対
す
る
不
即
不
離
の
態

度
、
す
な
わ
ち
豪
族
層
の
持
つ
社
会
的
規
制
力
を
利
用
し
つ
つ
も
、
奴
隷
の
解
放

な
ど
と
い
っ
た
形
で
豪
族
層
の
持
つ
経
済
的
な
実
力
の
軽
減
を
図
ろ
う
と
し
て
い

一
一

建
武
度
田
政
策
始
末
攷
（
上
）
―
後
漢
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国
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け
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―
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―
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嶋
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た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
度
田
政
策
の
徹
底
的
な
遂
行
は
豪
族

層
に
対
し
て
驚
愕
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
て
彼
ら
の
反
乱
を
招
き
、
そ
の
実
力
を

見
せ
つ
け
ら
れ
た
光
武
帝
は
そ
の
後
の
豪
族
対
策
を
事
実
上
放
棄
し
た
と
述
べ
て

い
る
。

確
か
に
【
史
料
４
】
の
伝
え
る
よ
う
に
、
反
乱
平
定
の
過
程
は
困
難
を
極
め
た
。

地
方
の
官
府
が
平
定
に
向
か
い
な
が
ら
、「
郡
縣
　
討
す
れ
ど
も
、
到
れ
ば
則
ち

解
散
し
、
去
れ
ば
復
た
屯
結
」
す
る
と
い
う
あ
り
さ
ま
だ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、

国
家
の
統
治
機
関
で
あ
る
郡
・
県
は
反
乱
勢
力
に
よ
っ
て
翻
弄
さ
れ
て
い
た
と
し

か
言
い
よ
う
が
な
い
。
こ
う
し
た
状
況
を
受
け
て
、
中
央
政
府
は
「
使
　
」
を
派

遣
し
て
徹
底
的
な
平
定
策
を
採
っ
た
の
で
あ
る
。

派
遣
さ
れ
た
使
者
が
採
っ
た
策
は
、（
一
）
反
乱
勢
力
の
招
撫
、（
二
）
平
定
す
べ
き

責
務
を
負
っ
て
い
た
地
方
官
に
対
す
る
特
例
的
措
置
の
採
用
、
と
に
整
理
で
き
る
。

（
一
）
に
関
わ
る
措
置
は
、「
羣
盜
の
自
か
ら
相
ひ
糾
　
す
る
を
聽ゆ

る

し
、
五
人

共
に
一
人
を
斬
り
し
　
、
其
の
罪
を
除
す
。」
と
あ
る
も
の
で
、
こ
れ
は
賊
五
人

当
た
り
に
つ
き
一
人
を
斬
っ
て
帰
順
し
て
き
た
場
合
に
は
そ
の
五
人
の
罪
を
許
す

も
の
と
理
解
で
き
る
。

（
二
）
は
、
賊
平
定
を
担
当
し
た
と
考
え
ら
れ
る
吏
と
、
地
方
官
で
あ
る
「
牧

守
令
長
（
州
牧
・
郡
太
守
・
県
令
・
県
長
）」
と
に
対
し
て
採
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

吏
に
対
し
て
は
、「

留
回
　
し
て
故
縦
」
し
た
場
合
で
も
、
罪
と
し
て
処
断

す
る
こ
と
は
せ
ず
（「
皆
問
ふ
こ
と
勿
く
」）、
そ
の
後
ど
れ
だ
け
盗
賊
を
討
伐
・

捕
獲
し
た
か
が
論
功
の
対
象
と
な
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
「

留
・
回

」
と
は
、
盗
賊
の
発
生
を
知
り
な
が
ら
職
務
と
し
て
の
討
伐
を
し
よ
う
と
し
な

か
っ
た
り
（「

留
」）、
盗
賊
を
恐
れ
て
討
伐
す
る
こ
と
を
避
け
る
こ
と
（「
回
　
」）

を
示
し
て
い
る
。
漢
代
で
は
悪
事
を
知
り
な
が
ら
故
意
に
見
逃
す
こ
と
は
「
見
知

故
縦
」
の
罪
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
と
い
う
法
令
が
前
漢
武
帝
の
時
期
に
制
定
さ
れ

て
い
た
し
、
さ
ら
に
盗
賊
の
発
生
を
見
逃
し
た
り
捕
ら
え
ら
れ
な
い
場
合
に
は

「
沈
命
法
」
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
以
上
、
要
す
る
に
、
こ
の
反

乱
に
際
し
て
充
分
な
対
応
が
出
来
な
か
っ
た
郡
県
の
属
吏
層
の
職
務
怠
慢
は
不
問

に
付
し
て
、
積
極
的
な
討
伐
に
当
た
る
よ
う
に
改
め
て
指
示
が
出
さ
れ
た
、
と
考

え
て
お
き
た
い
。

地
方
官
に
対
し
て
も
、
吏
と
同
じ
く
、
任
地
内
に
お
け
る
盜
賊
の
発
生
を
知
り

な
が
ら
討
伐
を
行
わ
な
か
っ
た
（「
界
内
の
盜
賊
あ
る
も
收
捕
せ
ざ
る
」）
者
や
盜

賊
に
対
す
る
恐
怖
感
の
あ
ま
り
任
地
か
ら
逃
亡
し
て
し
ま
っ
た
（「
畏
　
を
以
て

城
を
損
て
守
り
を
委
て
る
」）
者
の
職
務
怠
慢
を
同
じ
く
不
問
に
付
し
た
上
で
、

そ
の
後
ど
れ
だ
け
賊
を
討
伐
し
た
か
で
地
方
官
と
し
て
の
成
績
評
価
（「
殿
最
を

爲
す
」）
を
す
る
こ
と
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

以
上
、
地
方
統
治
の
最
前
線
に
あ
っ
た
官
吏
の
盗
賊
発
生
に
対
し
て
負
う
べ
き

責
任
の
追
求
を
棚
上
げ
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
、
こ
の
反
乱
の
收
拾
は
困

難
を
極
め
た
と
い
う
見
方
も
不
可
能
で
は
な
く
、
そ
の
意
味
で
は
先
に
触
れ
た
守

屋
氏
の
見
解
も
首
肯
で
き
な
く
は
な
い
。
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だ
が
、
曹
氏
の
主
張
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
【
史
料
４
】
の
後
半
部
分
の
理
解
如

何
に
よ
っ
て
は
、
こ
の
反
乱
平
定
に
起
因
す
る
後
漢
の
豪
族
対
策
の
評
価
も
変

わ
り
う
る
。
賊
が
最
終
的
に
解
散
し
た
の
ち
、
そ
の
指
導
層
は
他
郡
に
徙
さ
れ

（「
其
の
魁
帥
を
它
郡
に
徙
し
」）
て
い
る
。
後
漢
の
中
央
政
府
は
、
そ
の
後
の
反

乱
の
芽
を
摘
む
た
め
に
こ
の
よ
う
な
措
置
を
採
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
反
乱
の
中

心
勢
力
は
自
ら
の
故
地
を
離
れ
た
こ
と
で
そ
れ
ま
で
の
地
位
を
喪
失
し
、
む
し
ろ

国
家
の
庇
護
下
に
お
か
れ
る
存
在
に
転
落
し
た
（「
田
を
賦
り
、
稟
を
　
け
、
生

業
を
安
ら
か
な
ら
し
む
」）
と
も
理
解
で
き
る
。
曹
氏
は
こ
の
措
置
を
、
前
漢
期

に
首
都
長
安
の
周
辺
に
全
国
か
ら
有
力
層
を
集
住
さ
せ
た
強
幹
弱
枝
策
に
な
ぞ
ら

え
て
理
解
し
て
い
る
が
、
反
乱
の
平
定
が
そ
の
後
の
後
漢
の
豪
族
対
策
に
何
ら
か

の
強
硬
さ
を
齎
す
契
機
に
な
る
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
は
認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

実
際
、
確
か
に
こ
の
措
置
が
採
ら
れ
た
こ
と
は
、
列
伝
一
六
、
趙
憙
伝
に

其
年
、

憙
平
原
太
守
。
時
平
原
多
盜
賊
、
憙
與
　
郡
討
捕
、
斬
其
渠
帥
、

餘
黨
當
坐
　
數
千
人
。
憙
上
言
「
惡
惡
止
其
身
、
可
一
切
徙
京
師
　
郡
。」

帝
從
之
、
乃
悉
移
置
潁
川
・
陳
留
。

其
の
年
（
建
武
一
七
（
四
一
）
年
）、
憙
を
平
原
太
守
に
　
す
。
時
に
平
原
、

盜
賊
多
く
、
憙
は
　
郡
と
討
捕
し
、
其
の
渠
帥
を
斬
し
、
餘
黨
の
當
に
坐
す

べ
き
　
數
千
人
な
り
。
憙
、
上
言
し
て
「
惡
惡
は
其
の
身
に
止
む
べ
し
、
と
、

一
切
を
し
て
京
師
の
　
郡
に
徙
す
べ
し
。」
と
。
帝
、
之
に
從
ひ
、
乃
ち
悉

と
く
移
し
て
潁
川
・
陳
留
に
置
く
。

と
あ
る
こ
と
か
ら
確
か
め
ら
れ
る
。
趙
憙
の
平
原
太
守
へ
の
転
出
は
建
武
一
七
年

の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
殊
に
反
乱
の
規
模
が
大
き
か
っ
た
と
さ
れ
る
「

・
徐
・

幽
・
冀
」
の
な
か
の
青
州
に
属
す
る
平
原
郡
で
あ
れ
ば
、
平
定
が
翌
年
に
持
ち
越

し
に
な
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
平
原
郡
の
盗
賊
は
潁
川
・
陳
留
と
い
っ
た

洛
陽
の
近
郡
に
徙
さ
れ
て
い
る
が
、
他
郡
の
盗
賊
の
場
合
も
同
様
で
あ
っ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
度
田
政
策
の
遂
行
に
由
来
し
た
反
乱
に
よ
っ
て
、
後
漢
の
豪

族
対
策
は
放
擲
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
徙
民
と
い
う
措
置
を
伴
い
つ
つ
、

よ
り
一
層
強
化
さ
れ
た
と
考
え
る
余
地
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
、
次
章
に
お

い
て
、
後
漢
建
国
期
の
豪
族
対
策
を
示
す
他
の
事
例
を
あ
わ
せ
て
考
察
す
る
こ
と

を
通
し
て
検
討
し
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

な
お
こ
こ
で
見
た
、
中
央
政
府
派
遣
の
使
者
の
採
っ
た
対
応
策
が
、
属
吏
・
官

府
の
長
の
職
務
怠
慢
を
不
問
に
付
す
こ
と
を
主
た
る
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
に
も

注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
可
能
性
の
域
を
出
な
い
も
の
の
、
そ
の
多
く
が
在

地
の
豪
族
層
か
ら
出
身
し
そ
の
地
で
任
用
さ
れ
て
い
る
属
吏
層
や
彼
ら
の
日
常
的

職
務
に
支
え
ら
れ
て
政
務
を
行
っ
て
い
る
地
方
長
官
が
、
豪
族
層
の
反
乱
に
際
し

て
は
、
意
図
的
に
消
極
的
な
姿
勢
を
採
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ

の
点
も
、
後
漢
建
国
期
の
国
家
の
豪
族
対
策
に
直
接
関
わ
る
問
題
で
あ
る
。

さ
て
、
反
乱
平
定
後
の
社
会
状
況
に
関
し
て
も
見
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

【
史
料
４
】
に
お
い
て
は
、「
こ
れ
よ
り
牛
馬
放
牧
し
、
邑
の
門
閉
ざ
さ
ず
」
と
安

寧
な
状
態
が
訪
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
そ
れ
以
上
の
具
体
的
な
記
述
は
見

一
三
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田
政
策
始
末
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（
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―
後
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会
―
―
―
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ら
れ
な
い
。
た
だ
、
曹
氏
以
下
、
中
国
の
研
究
者
が
、
高
敏
氏
・
孟
素
卿
氏
や
臧

知
非
氏
も
含
め
て
、
光
武
帝
の
度
田
政
策
は
豪
族
層
の
反
乱
に
も
関
わ
ら
ず
最
終

的
に
は
効
果
を
挙
げ
て
後
漢
初
期
―
―
光
武
帝
・
明
帝
・
章
帝
の
治
世
―
―
の
社

会
の
安
定
の
基
礎
と
な
っ
た
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
こ
と
に
は
謙
虚
に
耳
を
傾
け

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
曹
氏
が
度
田
政
策
の
経
緯
と
の
関
連
性
の
存
在
を

主
張
し
て
提
示
し
た
、『
続
漢
書
』
五
行
志
、
日
蝕
に
見
え
る
、

十
七
年
二
月
乙
未
　
、
日
有
　
之
、
在
胃
九
度
。
胃
爲
廩
倉
。
時
　
郡
新
坐

租
之
後
、
天
下
憂
怖
、
以
　
爲
言
、
故
示
象
。

（
建
武
）
十
七
（
四
一
）
年
二
月
乙
未
、

、
日
の
之
を
　
す
る
あ
り
、
胃

の
九
度
に
あ
り
。
胃
は
廩
倉
た
り
。
時
に
　
郡
に
新
た
に
租
に
坐
せ
る
の
後

な
れ
ば
、
天
下
憂
怖
し
、

を
以
て
言
と
爲
す
、
故
に
象
を
示
す
。

と
あ
る
記
事
は
注
目
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
曹
氏
は
、
こ
の
「
新
た
に
租
に
坐
」

し
た
と
表
現
さ
れ
る
内
容
を
、
建
武
十
五
年
の
謁
者
の
派
遣
以
来
の
度
田
政
策
の

遂
行
に
由
来
す
る
も
の
と
考
え
、
さ
ら
に
、
そ
れ
が
天
文
現
象
と
結
び
つ
け
ら

れ
る
際
に
「
天
下
が
憂
怖
」
し
た
こ
と
か
ら
は
、
政
策
の
遂
行
が
極
め
て
順
調

に
―
―
租
税
負
担
を
強
い
ら
れ
る
民
衆
、
特
に
そ
れ
ま
で
「
優
饒
」
な
位
置
に
あ

っ
た
者
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
忌
避
し
た
い
事
態
で
あ
っ
た
ろ
う
が
―
―
進
行
し
た

と
断
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
曹
氏
の
見
解
の
当
否
を
含
め
て
、
実
際
に
国

家
支
配
の
最
前
線
で
民
衆
の
統
治
に
あ
た
る
地
方
官
の
動
向
と
そ
れ
に
結
果
し
て

当
時
の
在
地
社
会
が
ど
の
よ
う
な
状
態
に
あ
っ
た
か
を
見
極
め
る
必
要
が
痛
感
さ

れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

以
上
の
本
節
で
の
考
察
か
ら
得
ら
れ
た
、
次
章
に
お
い
て
検
討
す
べ
き
問
題
を

整
理
す
る
と
、（
一
）
前
節
で
提
示
し
た
課
題
と
も
関
連
す
る
が
、
豪
族
層
の
強

大
な
反
抗
を
引
き
起
こ
し
た
ほ
ど
の
徹
底
し
た
度
田
政
策
の
具
体
的
内
実
の
分
析

と
そ
の
歴
史
的
意
味
付
け
、（
二
）
一
連
の
度
田
政
策
の
結
果
は
そ
の
後
の
後
漢

の
政
策
に
如
何
な
る
影
響
を
齎
し
た
と
考
え
る
べ
き
な
の
か
、（
三
）
後
漢
建
国

期
の
豪
族
対
策
の
実
情
を
実
際
に
豪
族
と
対
応
す
る
地
方
官
の
史
料
か
ら
再
検
討

し
て
い
く
こ
と
、
に
集
約
で
き
る
だ
ろ
う
。
前
節
で
提
起
し
た
問
題
と
も
あ
わ
せ
、

章
を
改
め
て
検
討
を
進
め
る
こ
と
と
し
た
い
。（
未
完
）

註

（
１
）
中
国
古
代
史
研
究
の
戦
後
歴
史
学
的
展
開
に
お
け
る
後
漢
時
代
史
研
究
の
学
説
史
に
つ

い
て
は
、
拙
稿
「
戦
後
中
国
古
代
国
家
史
研
究
に
お
け
る
『
後
漢
史
』
の
位
置
」（『
中

国
史
学
』
九
、
一
九
九
九
）
を
参
照
。

（
２
）
近
年
の
我
が
国
に
お
け
る
後
漢
時
代
史
研
究
の
専
著
と
し
て
、
狩
野
直
禎
『
後
漢
政
治

史
の
研
究
』（
同
朋
舎
出
版
、
一
九
九
三
）、
渡
邉
義
浩
『
後
漢
国
家
の
支
配
と
儒
教
』

（
雄
山
閣
出
版
、
一
九
九
五
）、
東
晋
次
『
後
漢
時
代
の
政
治
と
社
会
』（
名
古
屋
大
学

出
版
会
、
一
九
九
五
）
が
あ
る
。
こ
の
三
者
の
研
究
の
内
容
と
そ
れ
に
対
す
る
私
見
は
、

一
四

山
形
大
学
紀
要
（
社
会
科
学
）
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拙
稿
「
後
漢
時
代
史
研
究
の
近
年
の
動
向
」（『
歴
史
学
研
究
』
七
〇
七
、
一
九
九
八
）

に
お
い
て
述
べ
た
。

（
３
）
拙
稿
「
後
漢
時
代
の
国
家
と
社
会
」（『
歴
史
学
研
究
』
七
一
六
、
一
九
九
八
）。

（
４
）
光
武
帝
の
挙
兵
か
ら
統
一
に
到
る
経
緯
に
つ
い
て
は
、
西
嶋
定
生
『
秦
漢
帝
国
』（
講

談
社
、
一
九
七
四
、
の
ち
講
談
社
学
術
文
庫
に
収
録
（
一
九
九
七
））
第
七
章
「
後
漢

王
朝
の
成
立
」、
及
び
、
註
（
２
）
前
掲
狩
野
氏
著
書
第
一
章
「
後
漢
王
朝
の
成
立
」

第
二
章
「
光
武
帝
期
」
を
参
照
。
な
お
註
（
３
）
前
掲
拙
稿
で
は
、
萌
芽
的
に
し
か
述

べ
ら
れ
な
か
っ
た
、
河
北
地
方
に
お
け
る
初
期
後
漢
政
権
の
政
治
的
成
長
と
郡
県
制
的

統
治
機
構
掌
握
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
河
北
に
お
け
る
劉
秀
集
団
の
確
立
過
程

―
後
漢
政
権
成
立
史
の
た
め
の
覚
書
―
」（『
日
本
秦
漢
史
学
会
会
報
』
三
、
二
〇
〇
二
、

に
掲
載
予
定
）
に
お
い
て
述
べ
て
お
い
た
。

（
５
）
こ
の
度
田
政
策
と
そ
の
結
果
と
し
て
齎
さ
れ
た
政
治
的
騒
動
と
混
乱
に
関
し
て
は
、
管

見
の
限
り
邦
文
の
専
論
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
、
一
九
八
〇
年
代
中
期
以
降
中
国

で
は
こ
の
問
題
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
た
と
見
え
、
曹
金
華
「
試
論
劉
秀
『
度
田
』」

（『
揚
州
師
範
学
院
学
報
』〈
社
会
科
学
版
〉
一
九
八
六
―
四
）、
孟
素
　
「
談
談
東
漢
初

年
的
度
田
騒
動
」（
中
国
秦
漢
史
研
究
会
編
『
秦
漢
史
論
叢
』
三
、
陝
西
人
民
出
版
社
、

一
九
八
六
）、
曹
金
華
「
有
関
劉
秀
『
度
田
』
中
民
変
事
件
的
鎮
圧
方
式
問
題
」（『
揚

州
師
範
学
院
学
報
』〈
社
会
科
学
版
〉
一
九
八
九
―
二
）、
高
敏
「『
度
田
』
闘
争
与
光

武
中
興
」（『
南
都
学
檀
』〈
哲
学
社
会
版
〉
一
九
九
六
―
一
）、
臧
知
非
「
劉
秀
『
度

田
』
新
探
」（『
蘇
州
大
学
学
報
』〈
哲
学
社
会
版
〉
一
九
九
七
―
二
）、
曹
金
華
「
劉
秀

『
度
田
』
史
実
考
論
」（『
史
学
月
刊
』
二
〇
〇
一
―
三
）
な
ど
の
研
究
成
果
が
公
表
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
全
体
的
傾
向
は
、
度
田
政
策
と
そ
の
後
の
後
漢
政
府
の
対
応
と

に
つ
い
て
、
有
力
層
の
抑
圧
を
目
的
と
し
た
も
の
と
見
做
し
、
実
際
に
一
定
程
度
の
効

果
を
挙
げ
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。
特
に
曹
氏
の
「
劉
秀
『
度
田
』
史
実
考
論
」
は
、

氏
の
前
二
稿
の
内
容
を
総
合
し
た
う
え
で
関
連
す
る
史
料
を
丁
寧
に
収
集
し
て
論
を
展

開
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
本
稿
作
成
に
あ
た
っ
て
最
も
参
照
し
た
も
の
で
あ
る
。

た
だ
、
度
田
政
策
と
そ
の
影
響
と
に
つ
い
て
詳
細
に
論
じ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
は
完

整
に
近
い
も
の
で
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
も
度
田
政
策
が
政
治
的
に
成
功
し
た
か
否
か
を

評
価
す
る
と
こ
ろ
に
曹
氏
の
研
究
の
主
眼
が
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
後
漢
時
代

の
国
家
と
社
会
の
関
係
の
解
明
と
い
う
よ
う
な
本
稿
で
示
し
た
国
家
論
的
な
研
究
上
の

視
角
は
見
出
せ
な
い
。
曹
氏
の
研
究
の
存
在
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
敢
え
て
屋
下
に
屋
を

重
ね
る
愚
行
に
近
い
作
業
を
第
一
章
で
行
う
の
も
、
そ
う
し
た
視
角
の
差
異
を
強
調
し

た
い
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

（
６
）
『
後
漢
書
』
全
十
二
冊
（
中
華
書
局
、
一
九
六
五
）。

（
７
）
註
（
２
）
前
掲
東
氏
著
書
第
一
章
「
前
期
三
代
の
統
治
と
郷
里
社
会
」
第
三
節
「
前
期

の
地
方
統
治
と
郷
里
社
会
」
七
〇
頁
。

（
８
）
こ
の
「
州
郡
」
と
い
う
表
記
が
、
本
文
で
述
べ
た
よ
う
に
「
州
」
と
「
郡
」
と
を
併
せ

て
別
個
に
指
し
示
す
た
め
の
も
の
で
あ
る
の
か
、
単
に
漠
然
と
中
央
に
対
し
て
「
地

方
」
を
指
し
示
す
の
か
、
こ
れ
だ
け
で
は
必
ず
し
も
明
示
的
に
は
区
別
で
き
な
い
。

し
か
し
、
紀
二
、
明
帝
紀
、
永
平
元
（
五
八
）
年
条
に
は
、一

五

建
武
度
田
政
策
始
末
攷
（
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是
歳
、
（
中
略
）
越
　
姑
復
夷
叛
、
州
郡
討
平
之
。

こ
の
歳
（
中
略
）
越
　
の
姑
復
夷
叛
し
、
州
郡
、
討
ち
て
之
を
平
ら
ぐ
。

と
、
越
　
の
姑
復
夷
が
反
乱
を
起
こ
し
た
時
に
「
州
郡
」
が
そ
れ
を
討
伐
し
て
平
定
し

た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
、
列
伝
七
六
、
南
蛮
西
南
夷
列
伝
、

都
夷
条
に
お
い

て
は
、
よ
り
詳
細
に
、

永
平
元
年
、
姑
復
夷
復
叛
、

州
刺
史
發
兵
討
破
之
、
斬
其
渠
帥
、
傳
首
京
師
。

永
平
元
（
五
八
）
年
、
姑
復
夷
、
復
た
叛
す
、

州
刺
史
、
兵
を
發
し
て
討
ち
て

之
を
破
り
、
其
の
渠
帥
を
斬
り
、
首
を
京
師
に
傳
ふ
。

と
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
比
較
し
て
み
る
こ
と
で
『
後
漢
書
』
に
見
え
る
「
州
郡
」

の
意
味
す
る
内
容
を
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
後
者
の
記
述
か
ら
、
姑
復
夷
の
反

乱
を
平
定
し
た
の
は
益
州
刺
史
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
竹
園
卓
夫
氏
の
見
解
（
同
氏

「
後
漢
安
帝
以
後
に
お
け
る
刺
史
の
軍
事
に
関
す
る
覚
え
書
き
」『
集
刊
東
洋
学
』
三
七
、

一
九
七
七
）
を
援
用
す
れ
ば
、
刺
史
が
郡
太
守
を
指
揮
・
監
督
す
る
形
で
そ
の
軍
事
権

が
発
動
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
場
合
も
、
安
帝
期
に
先
行
す
る
事
例
で
は
あ
る

が
、
益
州
刺
史
が
そ
の
監
察
区
域
下
の
郡
太
守
を
指
揮
監
督
し
て
姑
復
夷
の
平
定
に
当

た
っ
た
と
見
做
し
て
差
し
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
明
帝
紀
で
「
州
郡
」
と
記

さ
れ
て
い
る
の
は
、
実
際
に
「
州
」
と
「
郡
」
と
が
、
州
の
指
揮
監
督
下
に
郡
が
入
る

と
い
う
形
態
で
共
同
し
て
軍
事
行
動
に
当
た
っ
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
見
做
せ
る
。

こ
の
事
例
か
ら
考
え
て
、
明
ら
か
に
「
地
方
」
を
表
す
修
辞
的
表
現
と
し
て
「
州

郡
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
を
除
い
て
は
、『
後
漢
書
』
に
お
い
て
「
州
郡
」
と
い

う
表
記
が
な
さ
れ
る
場
合
は
、「
州
」
と
「
郡
」
と
い
う
当
時
の
地
方
の
政
治
機
構
が
、

そ
れ
ぞ
れ
関
連
性
を
持
ち
な
が
ら
も
個
別
か
つ
具
体
的
に
政
治
上
の
諸
問
題
に
関
与
し

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
て
大
過
な
い
。
度
田
政
策
の
遂
行
過
程
に
お
い
て
当
時

の
州
と
郡
が
ど
の
よ
う
な
役
割
分
担
の
う
え
で
実
行
に
当
た
っ
た
か
の
詳
細
は
不
明
だ

が
、
こ
こ
で
の
検
討
か
ら
、
中
央
か
ら
の
指
示
が
「
州
」
と
「
郡
」
と
に
そ
れ
ぞ
れ
別

個
に
送
ら
れ
た
と
考
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

（
９
）
行
論
に
最
低
限
必
要
な
範
囲
で
漢
代
の
刺
史
制
度
の
概
略
を
示
す
と
、
前
漢
武
帝
・
元

封
五
（
前
一
〇
六
）
年
に
官
秩
六
百
石
の
監
察
官
と
し
て
設
置
さ
れ
、
そ
の
後
、
成
帝

期
の
官
制
改
革
期
に
お
い
て
、
官
秩
二
千
石
の
「
州
牧
」
と
改
称
（
綏
和
元
﹇
前
八
﹈

年
）、
哀
帝
の
建
平
二
（
前
五
）
年
に
刺
史
に
戻
っ
た
も
の
の
、
元
寿
二
（
前
一
）
年

州
牧
に
復
し
た
。
前
漢
最
末
期
の
州
牧
は
、
官
秩
の
上
昇
と
改
称
に
も
か
か
わ
ら
ず
元

来
の
監
察
官
と
し
て
の
性
格
を
保
っ
て
い
た
が
、
す
で
に
儒
学
の
古
典
に
現
れ
る
名
辞

で
も
あ
る
「
州
」
に
君
臨
す
る
地
方
官
と
同
一
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
王
莽

期
を
経
て
後
漢
に
入
っ
て
か
ら
は
単
な
る
監
察
官
を
超
え
た
存
在
に
変
貌
し
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。
よ
り
詳
細
な
制
度
の
概
略
に
つ
い
て
は
、
邦
文
で
は
、
桜
井
芳
朗

「
御
史
制
度
の
形
成
（
上
）（
下
）」（『
東
洋
学
報
』
二
三
―
二
・
三
、
一
九
三
六
）
の

第
六
章
「
両
漢
に
お
け
る
刺
史
の
推
移
」、
紙
屋
正
和
「
漢
代
刺
史
の
設
置
に
つ
い

て
」（『
東
洋
史
研
究
』
三
三
―
二
、
一
九
七
四
）、
中
国
文
で
は
、
労
　
「
両
漢
刺
史

制
度
考
」（『
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
』
一
一
、
一
九
四
三
、
の
ち
『
労

学
術
論
文
集
甲
編
』﹇
芸
文
印
書
館
、
一
九
七
六
﹈
に
収
録
）、
厳
耕
望
『
中
国
地
方
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行
政
制
度
史
　
甲
部
　
秦
漢
地
方
行
政
制
度
』（
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
専
刊

之
四
五
Ａ
、
一
九
六
一
）、
安
作
璋
・
熊
鉄
基
『
秦
漢
官
制
史
稿
』
下
、
第
二
編
第
一

章
「
州
」（
斉
魯
書
社
、
一
九
八
五
）
な
ど
を
参
照
。

（
10
）
光
武
帝
は
、
建
武
六
（
三
〇
）
年
に
田
租
の
徴
収
率
を
漢
王
朝
の
伝
統
で
あ
る
「
三
〇

分
の
一
」
に
改
定
し
て
い
る
。
そ
の
事
情
を
、
紀
一
、
光
武
帝
紀
、
建
武
六
年
条
は
、

（
十
二
月
）
癸
巳
、
詔
曰
、「
頃
者
師
旅
未
解
、
用
度
不
足
、
故
行
什
一
之
　
。

今
軍
士
屯
田
、
糧
　
差
積
。
其
令
郡
國
收
見
田
租
三
十
　
一
、
如
舊
制
。」

（
十
二
月
）
癸
巳
、
詔
し
て
曰
は
く
、「
頃
者

こ
の
ご
ろ

師
旅
未
だ
解
け
ざ
れ
ば
、
用
度
足

ら
ず
、
故
に
什
に
一
の
　
を
行
ふ
。
今
、
軍
士
屯
田
し
て
、
糧
　
も
差や

や

積
ま
る
。

其
れ
郡
國
を
し
て
田
租
を
收
見
せ
し
む
る
に
三
十
に
し
て
一
を
　
す
る
こ
と
、

舊
制
の
如
く
せ
よ
。」
と
。

と
伝
え
て
い
る
。
度
田
政
策
が
実
施
さ
れ
た
建
武
一
五
年
の
段
階
で
は
、
す
で
に
田
租

の
徴
収
は
平
時
の
状
態
に
戻
っ
て
施
行
さ
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
。

（
11
）
こ
こ
か
ら
、
度
田
政
策
と
は
、
本
来
日
常
的
に
正
確
に
実
施
す
べ
き
耕
作
地
・
民
衆
の

把
握
が
後
漢
初
期
に
何
ら
か
の
事
由
で
不
充
分
に
し
か
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を

受
け
て
、
実
施
さ
れ
た
制
度
で
あ
っ
た
と
見
て
良
い
。
つ
ま
り
、
こ
の
政
策
は
、
後
漢

建
国
期
の
国
家
に
よ
る
土
地
・
人
民
の
把
握
の
あ
り
方
の
実
際
に
せ
ま
る
た
め
の
好
個

の
事
例
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
た
社
会
経
済
史
的
観
点
か
ら
の
関
連
史
料
の
再

読
解
は
、
次
章
に
お
い
て
展
開
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

（
12
）
あ
る
い
は
、
両
漢
交
替
の
混
乱
期
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
度
田
政
策
に
見
ら
れ
る
よ
う
な

徹
底
し
た
耕
作
地
の
調
査
や
人
民
の
戸
籍
の
管
理
を
命
じ
る
環
境
が
整
っ
て
は
い
な
か

っ
た
の
だ
が
、
公
孫
述
集
団
を
倒
し
て
一
応
の
全
国
平
定
を
成
し
遂
げ
た
こ
の
段
階
に

到
っ
て
そ
う
し
た
政
策
の
実
行
が
よ
う
や
く
可
能
に
な
っ
た
、
と
み
る
こ
と
も
で
き
る

だ
ろ
う
。

ま
た
、
周
知
の
よ
う
に
漢
代
で
は
八
月
に
「
案
比
」
と
呼
ば
れ
る
人
口
の
調
査
が
行

わ
れ
て
い
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
こ
の
措
置
が
そ
の
案
比
に
附
随
し
て
八
月
に
実
施

さ
れ
た
可
能
性
も
指
摘
で
き
る
。

（
13
）
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
建
武
一
五
年
の
段
階
で
は
「
刺
史
」
は
存
在
せ
ず
、
こ
こ
の

記
載
は
本
来
「
州
牧
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。【
史
料
３
】
で
も
「
刺
史
」
と
記
さ

れ
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
は
不
明
で
あ
る
。

（
14
）
以
下
の
『
資
治
通
鑑
』
か
ら
の
引
用
に
際
し
て
は
、
本
稿
で
す
で
に
訓
読
を
附
し
た

【
史
料
１
】
か
ら
【
史
料
６
】
と
そ
の
内
容
が
ほ
と
ん
ど
一
致
す
る
の
で
訓
読
は
附
さ

な
か
っ
た
。
な
お
、『
資
治
通
鑑
』
の
み
に
見
え
る
文
字
に
つ
い
て
は
●
点
を
右
側
に

附
し
、
先
に
提
示
し
た
【
史
料
１
】
か
ら
【
史
料
６
】
に
見
え
る
文
字
で
『
資
治
通

鑑
』
に
見
え
な
い
文
字
は
（

）
内
に
収
め
、
両
者
で
文
字
の
異
同
が
あ
る
も
の
に
つ

い
て
は
﹇

﹈
内
に
【
史
料
１
】
か
ら
【
史
料
６
】
で
用
い
ら
れ
て
い
た
文
字
を
掲
示

し
て
お
い
た
。

（
15
）
註
（
５
）
前
掲
曹
金
華
氏
の
「
劉
秀
『
度
田
』
史
実
考
論
」
も
、
こ
の
『
資
治
通
鑑
』

の
解
釈
に
全
面
的
に
依
拠
し
て
い
る
。

（
16
）
守
屋
美
都
雄
氏
の
「
後
漢
初
期
に
於
け
る
豪
族
対
策
に
就
い
て
」（『
歴
史
学
研
究
』

一
七

建
武
度
田
政
策
始
末
攷
（
上
）
―
後
漢
の
建
国
期
に
お
け
る
国
家
と
社
会
―
―
―
小
嶋



九
―
七
、
一
九
三
九
、
発
表
時
は
吉
川
姓
）
は
、
度
田
政
策
の
検
討
に
相
当
の
紙
幅
を

割
い
た
邦
文
の
研
究
の
濫
觴
と
言
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
本
稿
で
示
し
た
日
常
的
な
調

査
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
言
及
が
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
五
井
直
弘
「
後
漢
時
代

の
官
吏
登
用
制
『
辟
召
』
に
つ
い
て
」（『
歴
史
学
研
究
』
一
七
八
、
一
九
五
四
、
の
ち

同
氏
『
漢
代
の
豪
族
社
会
と
国
家
』（
名
著
刊
行
会
、
二
〇
〇
一
）
に
収
録
）
は
、
こ

の
度
田
政
策
も
指
標
の
一
つ
と
し
て
後
漢
の
国
家
権
力
の
強
固
さ
を
主
張
し
て
お
り
、

そ
の
視
角
に
は
継
受
す
べ
き
も
の
が
あ
る
が
、
し
か
し
、
五
井
氏
は
こ
の
政
策
を
あ
く

ま
で
も
一
過
性
の
も
の
と
理
解
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
改
め
て
の
詔
を
下
し
て
の
措

置
と
い
う
意
味
で
は
確
か
に
一
過
性
の
も
の
と
も
言
え
よ
う
が
、
先
に
述
べ
た
、
例
年

実
施
さ
れ
て
い
た
は
ず
の
「
案
比
」
な
ど
と
の
関
連
を
考
慮
し
た
上
で
、
そ
の
歴
史
的

性
格
を
付
与
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
17
）
謁
者
は
、
光
禄
勲
の
属
官
で
本
来
は
「
賓
讚
受
事
」
を
職
掌
と
す
る
（『
漢
書
』
巻
一

九
、
百
官
公
卿
表
）
も
の
だ
が
、
皇
帝
の
秘
書
官
的
な
職
務
に
従
事
し
た
り
、『
史
記
』

巻
六
、
秦
始
皇
本
紀
に
、
二
世
皇
帝
即
位
後
の
陳
勝
の
反
乱
の
記
事
を
伝
え
て
、

謁
　
使
東
方
來
、
以
反
　
聞
二
世
。

謁
　
、
使
は
さ
れ
て
東
方
よ
り
來
た
り
、
反
　
を
以
て
、
二
世
に
聞
す
。

と
あ
り
、
中
央
政
府
か
ら
各
地
域
に
使
者
と
し
て
派
遣
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
推
察

で
き
る
。
恐
ら
く
度
田
政
策
遂
行
の
過
程
で
派
遣
さ
れ
た
謁
者
は
後
者
の
範
疇
に
入
ろ

う
。
な
お
、
秘
書
官
に
通
じ
る
謁
者
に
つ
い
て
は
、
山
田
勝
芳
「
前
漢
謁
者
・
中
書
・

尚
書
考
」（『
集
刊
東
洋
学
』
六
五
、
一
九
九
一
）
を
参
照
。

（
18
）
史
料
上
明
確
に
「
度
田
」
の
「
実
」
な
ら
ざ
る
こ
と
に
坐
し
た
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る

例
と
し
て
、
曹
金
華
氏
が
挙
げ
た
も
の
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

列
伝
三
、
隗
囂
伝

（
王
元
）
字
惠
孟
、
初
拜
上
蔡
令
、

東
平
相
、
坐
墾
田
不
實
、
下
獄
死
。

（
王
元
）
字
は
惠
孟
、
初
め
上
蔡
令
を
拜
し
、
東
平
相
に
　
る
、
墾
田
の
實
な
ら

ざ
る
に
坐
し
て
、
獄
に
下
り
て
死
す
。

列
伝
一
九
、
鮑
永
伝

出
爲
東
　
相
。
坐
度
田
事
不
實
、
被
　
、

郡
守
多
下
獄
。
永
至
成
皐
、
詔
書
　

拜
爲
　
州
牧
、
便
　
之
官
。

出
で
て
東
　
相
と
爲
る
。
度
田
の
事
、
實
な
ら
ざ
る
に
坐
し
て
、

せ
ら
る
、

郡
守
は
多
く
獄
に
下
る
。
永
、
成
皐
に
至
る
に
、
詔
書

む
か

へ
て
拜
し
て
　
州
牧
と

な
し
、
便す

な
は

ち
ゆ

き
て
官
に
之
く
。

列
伝
六
七
、
酷
吏
列
伝
、
李
章
伝

出
爲
琅
邪
太
守
。（
中
略
）
後
坐
度
人
田
不
實
　
、
以
章
有
功
、
但
司
寇
論
。

出
で
て
琅
邪
太
守
と
爲
る
。（
中
略
）
後
、
人
の
田
を
度
る
に
實
な
ら
ざ
る
に
坐

し
て
　
せ
ら
る
る
も
、
章
の
功
あ
る
を
以
て
、
但
だ
司
寇
も
て
論
ぜ
ら
る
。

列
伝
六
九
、
儒
林
列
傳
、
牟
長
伝

稍
　
河
内
太
守
、
坐
墾
田
不
實
　
。

稍
し
ば
ら
くし
て
河
内
太
守
に
　
り
、
墾
田
の
實
な
ら
ざ
る
に
坐
し
て
　
ぜ
ら
る
。

（
19
）
こ
う
し
た
理
解
が
成
立
す
る
な
ら
ば
、【
史
料
６
】
に
お
い
て
東
海
公
の
言
と
さ
れ
る

一
八
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河
南
・
南
陽
の
「
田
宅
踰
制
」
な
る
状
態
は
、
近
親
・
近
臣
に
対
す
る
優
遇
措
置
だ
っ

た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
自
体
が
不
正
行
為
と
見
做
さ
れ
て
い
た
、
と
考
え
る
べ
き
な
の

か
も
し
れ
な
い
。

（
20
）
但
し
、
趙
憙
ら
の
事
例
は
、
註
（
18
）
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
史
料
上
の
明
確
な
記
載
を

伴
う
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
樊
曄
の
事
例
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
列
伝
六
七
、
酷

吏
列
伝
、
樊
曄
伝
に

楊
州
牧
、

民
耕
田
種
樹
理
家
之
術
。

事
十
餘
年
、
坐
法
左
轉
　
長
。

楊
州
牧
に
　
り
、
民
に
耕
田
種
樹
理
家
の
術
を
　
ふ
。
事
を
　
る
こ
と
十
餘
年
、

法
に
坐
し
て
　
（
県
）
の
長
に
左
轉
せ
ら
る
。

と
あ
る
、
樊
曄
の
楊
州
牧
か
ら
　
県
の
県
長
へ
の
左
遷
（「
左
轉
」）
が
、
度
田
政
策
に

関
連
が
あ
る
と
見
做
さ
れ
る
。
そ
の
根
拠
は
、
列
伝
六
九
、
儒
林
列
傳
、
歐
陽
歙
伝
に
、

建
武
五
年
、
坐
事
　
官
。
明
年
、
拜
楊
州
牧
、

汝
南
太
守
。

建
武
五
年
、
事
に
坐
し
て
官
を
　
ぜ
ら
る
。
明
年
、
楊
州
牧
を
拜
し
、
汝
南
太
守

に
　
る
。

と
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
樊
曄
の
前
任
者
で
あ
る
歐
陽
歙
の
楊
州
牧
か
ら
汝
南
太
守
へ
の

転
任
は
建
武
六
年
（
五
年
の
明
年
）
で
あ
る
か
ら
、
樊
曄
の
楊
州
牧
着
任
は
建
武
六
年

以
降
の
こ
と
と
な
る
。
樊
曄
伝
に
「

事
十
餘
年
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
「
坐

法
」
は
、
ち
ょ
う
ど
建
武
十
五
年
か
ら
十
六
年
に
か
け
て
の
度
田
政
策
関
連
と
符
合
し

う
る
の
で
あ
る
。
趙
憙
・
伏
恭
の
場
合
も
ほ
ぼ
同
様
で
、
言
わ
ば
状
況
証
拠
に
よ
る
推

測
の
域
を
出
な
い
点
は
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
は
い
え
、
曹
氏
の
提
言
を
否

定
す
べ
き
そ
の
他
の
史
料
上
の
記
載
が
あ
る
と
い
う
訳
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
当
面
は

従
っ
て
お
き
た
い
。

な
お
、
曹
氏
は
建
武
十
八
（
四
二
）
年
の
、
州
牧
か
ら
刺
史
へ
の
改
称
・
改
制
の
要

因
を
、
こ
の
度
田
政
策
実
施
の
過
程
に
お
け
る
州
牧
の
不
正
行
為
に
あ
る
と
考
え
て
い

る
よ
う
で
あ
る
が
、
俄
に
賛
意
を
表
し
難
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
の
私
見
の
用
意
は
あ
る

が
、
本
稿
の
課
題
と
は
直
接
関
係
し
な
い
た
め
、
別
の
機
会
に
稿
を
改
め
て
論
じ
る
こ

と
と
し
た
い
。

（
21
）
「
大
姓
」
と
は
在
地
の
豪
族
層
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。「
兵
長
」
と
は
、
列
伝
二

三
、
朱
浮
伝
李
賢
註
に
、

兵
長
、
兵
之
長
帥
也
。

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
兵
士
の
指
導
者
的
地
位
に
あ
る
人
々
と
考
え
ら
れ
る
が
、
周
知
の

よ
う
に
、
後
漢
で
は
原
則
と
し
て
内
郡
の
常
備
兵
が
撤
廃
さ
れ
て
い
る
の
で
（
濱
口
重

國
「
光
武
帝
の
軍
備
縮
小
と
そ
の
影
響
」（『
東
亜
学
』
八
、
一
九
四
三
、
の
ち
、
同
氏

『
秦
漢
隋
唐
史
の
研
究
』
上
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
六
、
に
収
録
）
を
参
照
）

こ
こ
で
い
う
兵
長
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
実
情
は
不
明
で
あ
る
。

（
22
）
註
（
16
）
前
掲
守
屋
氏
論
考
一
一
頁
。

（
23
）
光
武
帝
紀
に
は
、
建
武
六
年
以
降
た
び
た
び
発
布
さ
れ
た
奴
婢
の
解
放
令
が
記
載
さ
れ

て
い
る
。
い
ず
れ
も
、
王
莽
期
以
降
の
両
漢
交
替
期
の
社
会
的
混
乱
の
な
か
で
奴
婢
の

身
分
に
没
落
し
た
者
を
解
放
す
る
目
的
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

（
24
）
註
（
16
）
前
掲
守
屋
氏
論
考
一
七
頁
。

一
九

建
武
度
田
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策
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末
攷
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上
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後
漢
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に
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る
国
家
と
社
会
―
―
―
小
嶋



（
25
）
光
武
帝
紀
に
は
「
吏
」
と
簡
単
に
書
か
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
の
で
具
体
的
に
如
何
な

る
存
在
で
あ
っ
た
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

元
来
漢
代
で
は
郡
太
守
の
他
に
、「
兵
禁
を
典
り
、
盜
賊
に
備
へ
」
る
職
務
の
遂
行

の
た
め
に
都
尉
が
置
か
れ
て
い
た
が
、
註
（
21
）
で
触
れ
た
よ
う
に
建
武
六
年
に
郡
国

の
常
備
兵
が
撤
廃
さ
れ
た
た
め
そ
の
職
務
は
郡
太
守
に
統
合
さ
れ
（『
続
漢
書
』
百
官

志
、
州
郡
の
条
）
て
い
た
。
そ
の
郡
太
守
の
下
に
は
、
盗
賊
の
こ
と
を
掌
る
賊
曹
と
軍

事
の
こ
と
を
掌
る
兵
曹
が
置
か
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
（
註
（
９
）
前
掲
厳
氏
著
書

第
二
章
　
郡
府
組
織
、
一
一
〇
〜
一
一
一
頁
）
こ
と
、
ま
た
県
府
に
は
盗
賊
平
定
の
こ

と
を
担
当
す
る
警
察
官
的
な
職
務
を
行
う
尉
が
置
か
れ
て
い
た
（『
続
漢
書
』
百
官
志
、

州
郡
の
条
）
こ
と
な
ど
を
考
慮
す
れ
ば
、
こ
こ
で
い
う
「
吏
」
と
は
、
盗
賊
に
対
応
す

る
た
め
の
専
門
的
な
責
務
を
負
っ
た
地
方
官
府
に
お
け
る
属
吏
層
で
あ
っ
た
と
考
え
て

お
く
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

（
26
）
見
知
故
縦
罪
に
つ
い
て
は
、『
漢
書
』
巻
二
三
、
刑
法
志
の
他
、
程
樹
徳
『
漢
律
考
』

四
「
律
令
雑
考
」（
同
氏
『
九
朝
律
考
』
に
収
録
）
を
参
照
。
沈
命
法
に
つ
い
て
は
、

『
漢
書
』
巻
九
〇
、
酷
吏
伝
、
咸
宣
伝
に
記
述
が
あ
っ
て
「
群
盜
の
起
こ
る
も
發
覺
せ

ず
、
發
覺
す
れ
ど
も
捕
ら
へ
て
品
を
滿
た
さ
ざ
る
　
は
、
二
千
石
以
下
小
吏
に
至
る
ま

で
、
主
ど
る
　
は
、
皆
、
死
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。【
史
料
４
】
で
い

う
「
吏
」
は
本
来
で
あ
れ
ば
死
罪
が
適
用
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
27
）
こ
の
「
其
の
年
」
に
つ
い
て
、
趙
憙
伝
に
は
明
文
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
記
事
の
直

前
に
お
い
て
、
趙
憙
が
懷
県
の
令
と
し
て
趙
王
良
の
友
人
で
あ
っ
た
大
姓
・
李
子
春
を

処
罰
し
た
こ
と
と
、
趙
王
良
が
趙
憙
が
平
原
太
守
に
転
じ
る
直
前
に
死
去
し
て
い
る
こ

と
を
伝
え
て
い
る
。
列
伝
四
、
趙
王
良
伝
に
よ
れ
ば
彼
は
建
武
十
七
年
に
薨
じ
て
お
り
、

趙
憙
の
転
出
も
同
年
す
な
わ
ち
建
武
一
七
年
と
見
な
す
こ
と
が
出
来
る
。
な
お
、
こ
の

趙
憙
伝
の
史
料
も
曹
氏
の
提
示
に
よ
る
。

（
28
）
漢
代
の
郡
県
の
属
吏
層
が
、
当
該
郡
県
の
豪
族
層
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
、

夙
に
、
増
淵
龍
夫
氏
が
「
所
謂
東
洋
的
専
制
主
義
と
共
同
体
」（『
一
橋
論
叢
』
四
七
―

三
、
一
九
六
二
、
の
ち
、
同
氏
『
新
版
　
中
国
古
代
の
社
会
と
国
家
』（
岩
波
書
店
、

一
九
九
六
）
に
収
録
）
に
お
い
て
指
摘
し
て
い
る
。

（
29
）
註
（
５
）
前
掲
の
曹
氏
以
下
四
氏
の
論
考
を
参
照
。
た
だ
、
曹
氏
以
外
の
三
氏
の
主
張

は
、
後
漢
が
豪
族
層
の
反
乱
を
平
定
し
得
た
事
に
よ
っ
て
、
政
府
に
敵
対
す
る
勢
力
を

確
実
に
掣
肘
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
の
見
通
し
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
り
、
状
況
と

し
て
は
私
も
同
意
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
曹
氏
の
研
究
の
よ
う
に
的
確
な
史
料
を
提
示

し
て
論
を
展
開
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
。

（
付
記
）
本
稿
は
、
歴
史
学
研
究
会
ア
ジ
ア
前
近
代
史
部
会
二
〇
〇
二
年
三
月
例
会
に
お
い
て

「
後
漢
社
会
に
お
け
る
国
家
機
構
と
豪
族
―
―
建
武
年
間
度
田
政
策
始
末
考
―
―
」
と

題
し
て
行
っ
た
口
頭
報
告
を
も
と
に
成
稿
し
た
も
の
で
あ
る
（
次
号
と
分
載
の
予
定
）。

列
席
の
諸
氏
か
ら
示
唆
に
富
ん
だ
提
言
を
賜
っ
た
こ
と
を
付
記
し
て
謝
意
を
表
す
る
こ

と
と
し
た
い
。

二
〇

山
形
大
学
紀
要
（
社
会
科
学
）
第
三
十
三
巻
第
一
号
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一
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小
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An Essay on Details of Early Eastern Dynasty's 
“Measuring Field”  (A.D.39-40) ( I )

－The State and Society in Early Eastern Era－

KOJIMA , Shigetoshi

(Department of Community and Social Environment,

Faculty of Literature and Social Sciences)

In this essay , I intend to treat of a relation between state and society in early

Eas t e rn  Han  Dynas ty  ,  u t i l i z ing  r ead jus tmen t  o f  h i s to r i ca l  ma te r i a l s  fo r

“Measuring Field”  (A.D.39-40) , especially about its enforcement and appling

process.

In this first part of the essay , I have carried out following particulars as a

preparation of investigations in the second part :  presentation of some historical

mater ia l s  concerned  wi th  “Measur ing  F ie ld”  ,   d i sen tanglement  o f  those

complexed  descr ip t ions  re fer r ing   recent  papers  wr i t ten  by  some Chinese

researchers , interpretation of political accidents and social influence following

after execution of “Measuring Field”.     


